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背景
日本は、2011年3月11日に発生した東日本大震災、津波、そして福島第一原子力発電所事故という複合災害
（以降、「3.11」とする）からの復興の過程にあり、さまざまな難しい課題に直面している。これらの課題は、複数
の政策分野、学術領域をまたぐもので、社会、経済、政治、法、科学、環境に関する複雑な課題をもたらしている。
　3.11以降に顕在化した根深い社会的・経済的課題は、住民の生活再建能力だけでなく、全体的な復興計
画の策定と実施にも影響を与えている。3.11から5年が経過した現在においても、地域社会と個々の住民は長
期化した避難生活、生業の喪失、地域社会の分断、先が見通せない将来に関する不確実性といった難題と向
き合っている。実際、時が経過するにつれて、このような課題の実態と深刻さがますます明らかになっている。 
しかし、復興と将来の災害に対する備えを高めるための取り組みは、物理的なインフラの再建と強化に重点を
置きがちで、災害が人々や社会にもたらしているさまざまな影響に対してはあまり注目していない。
　福島第一原発事故による放射能汚染とこれに関連する安全性への懸念も復興過程を複雑化させている一
因である。この事故により、国内外で放射線問題をよりわかりやすい形で伝え、議論する方法を見出すことが 

急務であることが明らかとなった。人々が十分な情報に基づいて意思決定を行い、将来にわたって自分たちの
福利（ウェルビーイング）を守ることができるようにするために、できる限り早期に効果的で適切なリスクコミュ
ニケーションの形態を特定し、実施することが求められる。気候変動に伴い、今後自然災害はますます頻度を
増し、その脅威も大きくなることが予想される中で、原子力事故を含む技術災害が引き起こされる可能性も高
くなると考えられている。したがって、今回の原発事故の影響とそれに対して講じられた政策対応は、地球上の
あらゆる地域における防災と災害リスク軽減措置において特に重要な教訓となる。

はじめに

福島県富岡町―帰還困難区域への立ち入りを制限する標識
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FUKUSHIMAグローバルコミュニケーション事業（FGC）
国連大学サステイナビリティ高等研究所（UNU-IAS）の調査研究事業としてFGC事業は、3.11が人々と社会
にもたらした影響および福島の復興プロセスの課題を検証した。主な調査領域は、（1）避難問題（強制避難と 

自主避難を含む）と生活再建、（2）原子力災害に関するリスクと情報提供の課題である。
　FGC事業は、これまでにUNUが取り組んだ「人間の安全保障と自然災害」を始めとする関連領域における
調査研究に基づき、2013年4月から2016年3月までの3年間にわたって実施された。本事業は、日本の原子
力規制委員会からの拠出金により運営され、関連領域の専門家で構成された独立したハイレベル助言委員会
（HAC）が事業に対して助言を行った。
　FGC事業を通して、日本のみならず他国の政策策定者にとって参考となる、原子力災害の社会的側面、そして
より全般的な災害復興、リスク軽減に関する洞察が得られた。これらの課題を調査研究するにあたり、FGC事業
は、人間の安全保障のコンセプトに基づき人間を中心に据えた視点を用い、災害が人々の生活にもたらす不安
要因の多様な側面の相関性を捉え、被災後の復興過程と原子力に関連する議論に影響を与えるリスクの問題、
そしてそれらに直面する人々の脆弱性や主体性を総体的に分析した。FGC事業は、とりわけ福島第一原発事故
の複雑な社会的・技術的側面を重視し、（1）長期化する避難問題と生活再建、（2）リスクコミュニケーションの
課題という主に二つの領域で調査研究を実施した。

主な活動と調査方法
FGC事業は、福島の被災地における調査研究および国外の専門家との共同研究を通じて学際的なアプローチ
を適用し、幅広いネットワークを活用した。そして、関連性の高い国際的な議論と被災地の状況と復興過程の 

分析を結び付けて考察した。
　事業初年次は、対話促進のためのネットワークづくりと一般市民への情報発信を重視した。公開イベントや、
Richard A. Meserve博士（米国原子力規制委員会　前委員長）や黒川清博士（東京電力福島原子力発電所
事故調査委員会　委員長）など第一線で活躍する専門家へのインタビュー動画の制作などの活動を実施した。
第2年次および3年次には、調査研究を実施し、その成果、分析、政策提言の執筆・出版や講演活動を通じて 

発信していくことに重点を置いた。福島県内の複数の市町村で行ったインタビューやフォーカスグループディ
スカッションなどの質的方法を用いた現地調査では、原子力災害によって避難を余技なくされた自治体の代表
者と住民、そして避難者を支援している市民社会団体などから詳細で豊富な洞察を得た。数回実施した調査 

ミッションでは、国連およびその他の国際機関の専門家と会合を実施し、防災（災害リスク軽減）や危機対処、 
強制移動などの問題について議論した。また、国内外で発表されている学術研究論文や、政策文書、報道記事 

などを分析し、広範囲にわたる文献調査を行った。2015年11月には国際研究ワークショップを開催し（p.25参
照）、第一線で活躍する国外の専門家を招いて原子力事故に関連したリスクコミュニケーションの課題を分析した。 
その他にも、第2年次、3年次にも複数のシンポジウムやセミナーを開催し、参加者との対話と議論を中心に、国内
の一般社会からの参加者に向けて、FGC事業が調査してきた課題に対するさまざまな見解を発表した。
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　FGC事業は上述した公開イベントに加えて、さまざまなコミュニケーション媒体を通じて、活発にその研究成
果と政策提言を専門家や一般市民に発信した。FGCの政策提言は、3つのUNU-IASポリシーブリーフとして 

発表され、UNUのグローバルネットワークを通じて、デジタル版または冊子版として配布される。このUNU-IAS

ポリシーブリーフは、政策策定者に向けて実際の行動につながる提言を提供することを目的とし、国際的な政策
決定議論を踏まえた内容で、専門家による査読審査を行ったうえで発表されている。第2年次には、FGCワー
キングペーパーシリーズの発刊を開始し、計21本のペーパーが発行された。FGCの研究者やFGCのリサーチ 

ネットワークに名を連ねる外部専門家が執筆したこれらのペーパーは、FGCやUNUのウェブサイトで電子版が
公開されて、FGCのイベントでは、印刷版の冊子が配布された。これらに加えて、FGCの調査研究は主要な学術
誌にも取り上げられている。FGC事業の成果物の概要は表2にまとめた。
　FGCウェブサイトは、日英の両言語で展開し、FGCの活動とその成果を共有する場として使われている。3年
間を通じて、UNUのウェブサイトやOur Worldウェブマガジンに日英で投稿されたオンライン記事も多数掲載
した。付録2ではFGC事業の全成果物のリストをまとめた。

活動 回数 場所

公開イベント 11 福島市／仙台／東京／横浜

国外の専門家との協議 調査研究ミッション5回（計40名） ジュネーブ／ニューヨーク／ウィーン

政策対話セッション 5 福島市／東京

現地調査
（インタビュー、フォーカスグループディス

カッション、現地視察）

調査研究ミッション12回 
（情報提供者 計114名）

福島県および避難者を
受け入れている

東京都と山形県の2県

講演・会議発表
（FGC以外のイベント） 7

アメリカ・アーリントン／スペイン・バルセロナ
スイス・ジュネーブ／イタリア・ジャルディー二ナ
クソス／オランダ・マーストリヒト／福島市／東京

ハイレベル助言委員会合 9 福島市／東京／横浜

成果物種別 主な対象者 言語 制作数

FGCワーキングペーパー 学術界／政策策定者 英語または日本語 21

UNU-IASポリシーブリーフ
（査読審査あり） 政策策定者 英語および日本語 3

学術誌記事（査読審査あり） 学術界 英語 3

新聞およびオンライン記事 一般市民 英語および日本語 8

インタビュー動画 政策策定者／一般市民 英語 5

その他団体による
出版物への寄稿

政策策定者／学術界／
一般市民 英語 1

表1：FGCの活動概要（2013年4月～2016年3月）

表2：FGC事業の成果物の概要（2013年4月～2016年5月）
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FGC事業は、分野横断的で政策重視型の調査研究を
行い、3.11が人々や社会にもたらした影響を分析し
た。国際的な議論および政策プロセスにおいて日本の
経験から得られた洞察と教訓を共有するだけでなく、
国内の議論と政策プロセスにおいても、防災（災害リ
スク軽減）、開発、危機対処や復興の分野に関する国
連の経験などから得た国際的な教訓を活用した。
　本章では、FGCの調査研究結果をその活動におい
て明らかとなった3つのテーマに分けて述べる。（1）
防災（災害リスク軽減）と国際政策からの教訓およ
び国際政策のための教訓、（2）避難問題と生活再建、
（3）リスクコミュニケーションと原子力事故、という
3つのテーマは、3.11の影響と福島の復興の課題の
理解には欠かせないテーマである。

調査研究結果

福島県二本松市 ― 原発避難者のための仮設住宅、2014年6月



FGCが取り組んだ3.11の側面に最も関連性の高い世界的な政策課題は、防災と災害リスク軽減（DRR）に関
するものである。FGC事業は、3.11に該当するDRR課題の動向などを分析したうえで、FGC調査研究の成果や
提言の発信を通じて、DRRに関する国際的な政策議論に寄与した。
　なかでも、複数の国連機関（UNISDR、UNEP、OCHA、UNDP、IAEA、OHCHRを含む）やその他の国際
機関（IOM、IDMC、IFRC、WEF、世界銀行）に所属するDRR専門家とのインタビューを実施した。加えて、仙台
で開催された第3回国連防災世界会議（WCDRR）など、DRRの課題に関する多数の国際会議にも貢献した。

DRR議論の広がり
DRRは、災害リスクを明らかにし、脆弱性とハザードの悪影響を最小限に留めることによってこれを削減する 

ことを目的としている。これは比較的新しい考え方ではあるが、災害・緊急時対応などの領域で既に確立された
アプローチに基づいている。近年、巨大災害が発生していることを受け、国際政策課題としてDRRへの注目が 

高まっているが、この領域で法的拘束力のある合意を締結するのは、未だ非常に困難である。
　UNISDRは1999年に国連内のDRR活動を調整するために設立された。2005年に採択された兵庫行動枠組
（HFA 2005–2015）は、初めてDRRの優先事項と目標を明らかにした世界的なDRR戦略である。2015年3月
のWCDRRでは、これを継ぐ仙台防災枠組2015–2030が採択された。仙台防災枠組は、「人命・暮らし・健康
と、個人・企業・コミュニティ・国の経済的、物理的、社会的、文化的、環境的資産に対する災害リスクおよび損
失の大幅な削減」（UNISDR 2015b, 12; 著者訳）を目指す法的拘束力のない合意である。仙台枠組は、2015

年から2030年までの15年間における世界、国、地域の各レベルにおけるDRR戦略の方向性を定めている。さら
に、「強靱性を高めることなどにより、医療・教育施設を含めた重要インフラへの損害や基本サービスの途絶を、
2030年までに大幅に削減する」（目標D）、「2030年までに、マルチハザードに対応した早期警戒システムと災害
リスク情報・評価の入手可能性とアクセスを大幅に向上させる」（目標G）を含む7つのグローバルターゲットを
掲げている。

IAEA: 国際原子力機関（International Atomic Energy Agency）
IDMC: 国内避難民モニタリングセンター（Internal Displacement Monitoring Centre）
IFRC: 国際赤十字・赤新月社連盟（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies）
IOM: 国際移住機関（International Organization for Migration）
OCHA: 国連人道問題調整事務所（Office for the Coordination of Humanitarian Affairs） 
OHCHR: 国連人権高等弁務官事務所（Office of the High Commissioner for Human Rights）
UNDP: 国連開発計画（United Nations Development Programme）
UNEP: 国連環境計画（United Nations Environment Programme） 
UNISDR: 国連国際防災戦略事務局（United Nations Office for Disaster Risk Reduction） 
WEF: 世界経済フォーラム（World Economic Forum）

 防災と国際政策からの教訓および国際政策のための教訓1

東北地方―3.11の被害状況、2011年3月
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　DRRの取り組みを進めるには、持続可能な開発目標（SDGs）と気候変動に係るパリ協定をはじめとする他の
世界的課題にDRR課題をさらに統合することが不可欠である。各国政府や国際的な資金提供機関（開発や人
道支援活動に資金を提供するドナー）の政策枠組においてDRRを主流化するためには、明確で実行可能なター
ゲットと指標が必要である。しかし、現状ではDRRに関するさまざまな組織間の協力は不十分であり、国連制度
においてもDRR活動は十分に調整されていない。持続可能性もDRRの取り組みの主な課題として挙げられる。
防災、災害対応そして復興活動に地域社会が参画していること、当事者意識が育まれていること、現地の知識が
これらの活動に確実に反映されていることなどがその持続可能性を左右する。

　DRRの領域では、災害リスクの継続性を踏まえて、個別の事象としての災害への対応から、変化し、蓄積する
リスクの管理へと関心が移りつつある。緊急時対応を管轄する関係機関などからな成る災害管理セクターは、 
これまで長い時間をかけて十分に発展してきているが、その必要性はこれまで以上に高まっている。一方で、リス
クは社会的・経済的活動に付随するものであるという理解が高まるに伴い、DRRの解釈も変わりつつあるなか
で、災害はリスク管理を怠った結果であるという認識が広まっている。世界防災白書（UNISDR 2015a）は、（1）
将来を見通したリスク管理により新たなリスクの蓄積を回避する、（2）リスク管理を見直し既存のリスクを軽減す
る、（3）補完的なリスク管理により軽減できないリスクに対する強靭性を強化する、という3つの相互に支えあう
アプローチを提唱している。こうした認識の移行を加速化するには、各国財務省といった国の組織、そして民間
部門においてリスク検討型投資の考え方を促進しなければならない。民間部門は、現時点でDRRにおいてさらに
大きな役割を果たすことが可能であるが、これを実現するには、それを促す規制環境の整備が必要である。DRR

に対する民間部門の関心を集めるには、特に、保険業界との連携とそれを支える税制措置が求められる。

原子力事故とDRRの課題
DRR関係者の中には、原子力事故のような技術ハザードの場合は、そのハザードを引き起こすリスク連鎖と周辺
の地域社会や環境へのリスク連鎖の影響を考慮した、マルチハザード・アプローチによって対処しなければなら
ないという合意が形成されている。マルチハザード・アプローチの採用が必要であるという認識は高まっており、
仙台枠組においてもこれが強調されている。FGC事業の一環として協議したDRR専門家らは、繰り返し、原子力
産業において安全文化を根付かせ、周辺地域社会の懸念に対応できるようにすることが大切であると強調した。
　ただ、WCDRRやそれに先立つ関係者会合（2012年3月より開始）、政府間交渉（2014年7月開始）においては、 
原子力事故や同様のハザードは主要な議題には含まれなかった。WCDRRで行われた技術ハザードに関するたった一
つのセッションを除き、福島の原子力災害は、同会議の公式プログラムのなかでほとんど取り上げられなかったのである。

防災（災害リスク軽減）とは、「ハザードへの曝露の減少、人々および財産の脆弱性の軽減、土地および環境の適切な管理、
有害事象に対する事前準備の向上など、災害のさまざまな原因因子を分析・管理する体系的な取り組みを通じて、災害リス
クを軽減しようとする概念、または実際の行動」である。
（原文：Disaster risk reduction is “the concept and practice of reducing disaster risks through systematic 
efforts to analyse and manage the causal factors of disasters, including through reduced exposure to 
hazards, lessened vulnerability of people and property, wise management of land and the environment, 
and improved preparedness for adverse events.”）（UNISDR 2009）
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一方で、仙台枠組はその対象に技術ハザードも含めており、幾分かの前進が見られた。この枠組が自然ハザード
だけを対象とするのか、あるいは、技術ハザードおよび生物ハザードも含めるのかについては、WCDRRに先立
つ議論の中で活発な話し合いが行われた。こうした点を踏まえると、WCDRRにおける日本政府による2011年 

3月の原発事故へ対応した経験に関する発表などを通じて、このようなハザードに関する議論が盛り込まれた 

ことは、長く待たれていた福島からの教訓を共有するプロセスが始まったことを意味する。
　実際、原子力災害に対する備えの領域は、現在でも、非常に専門性が高く閉鎖的である。これが、WCDRRの
開催前、そして開催中にこれらの課題に関する議論がなされなかった理由の一つでもある。この領域を開放的な
ものにするには、地域社会の参画、そして潜在リスクに関する開放的なコミュニケーションが必要である。
　原子力事故という特定の分野では、原子力事故の通知および国際支援・協力に関する国際条約に基づいて法的根拠
を有するIAEAが、その備え・対処に国際的な役割を果たす。福島の事故以降、同じ分野の機関や専門家による評価への
関心が高まっており、関連機関の間で「これまでと同じではいけない」という認識が広がっていることが示唆される。同業
者間の評価もより厳しいものとなっており、特に国際法的枠組の遵守については厳しくチェックされるようになっている。

　福島原発事故後、IAEAの運転安全評価チーム
（OSART）は、その重大事故管理指針を改定した。 
これをうけて、多くの国が自国の原子力事業計画
の評価をOSARTに要請した（全ての国ではない）。
この評価は、原子力発電所自体だけではなく、運
営事業者の企業構造なども検証する。放射線お
よび原子力緊急事態に関する国際機関間委員会
（IACRNE）は2011年12月に会合を開き、福島の
原発事故においては、国際的な緊急事態対応シス 

テムは全体として効果的に機能したが、国際機
関の情報公開担当者による定期的な関与と情報
公開という点で改善が必要であると結論付けた。

引用：「産業設備や原子力施設での事故は、それが人災であれ、自然ハザードが連鎖して引き起こされたものであれ、人間、
社会、経済、環境に長期にわたる悲惨な影響を及ぼす。」
（原文：“Accidents at industrial installations and nuclear facilities, whether due to human error or through 
the cascading effects of natural hazards, can have dire and lasting human, societal, economic and 
environmental consequences.”）
WCDRRワーキングセッション「技術的ハザード：リスク削減から復興まで」要約報告書（Summary Report for the WCDRR Working Ses-
sion “Technological Hazards: From Risk Reduction to Recovery”（UNISDR 2015d, 1））

福島第一原子力発電所― IAEA視察団が貯水タンクを調査、2013年11月
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強制移動とDRRの課題
仙台枠組は、技術ハザードと明示的に結び付けてはいないものの、災害の最も深刻な影響の一つとして強制 

移動を認識するための重要な一歩を踏み出した。福島では、いまだ通常の日常生活を取り戻すことができないで
いる避難者や被災者が多数おり、こうした福島の原子力災害の教訓を反映するには、災害に起因する強制移動
および移住について言及することが特に重要である。
　FGC事業で協議をした強制移動の専門家は、福島の避難問題を防災と災害への備えに関連する課題として 

対処するだけではなく、長期的な復興と強靭性（レジリエンス）の課題として、強制移動に総体的に対処する重
要性を強調する「生きた事例」として捉えている。特に、福島の原発事故などの重要産業施設における大規模災
害の経験から、復興の最も早い段階から、生計手段の回復のための支援措置、補償メカニズム、移住支援制度、
環境修復事業に関する対策が必要であることを示している。同様に、これらの経験は、被災後の復興過程の初期
の段階から、政策策定者が法的、政策的、制度的メカニズムを立ち上げ、これらの課題に対処するという急務に
直面する可能性が高いことをも示唆している。

リスクコミュニケーションと一般市民の参画
仙台枠組では、福島の原発事故のような産業事故に関するものを含め、災害リスクを評価し、発信することに 

ついて幾つか言及がなされており、マルチハザード災害情報へのアクセスを改善し、リスクを監視、評価、理解
し、情報を共有する必要性が強調されている。

　福島の経験は、重要な産業設備での技術災害の発生によってもたらされるリスクは、災害が起こる前から周
辺地域の住民に率直に伝えられるべきであることを示唆している。一般市民の参画を定期的に促すためには、 
防災戦略や緊急事態対応計画や被災後の復興措置の策定プロセスに十分な金銭的・人的資源を割り当て、関
係者間の調整を密に行い、透明性のある協議が必要である。

引用：「干ばつ、洪水、地震だけではなく、気候変動や環境破壊、自然ハザードによって誘発された技術災害によって、非常に
多くの人が国内での移動だけでなく国境を越えた移動をも強いられている」
（原文：“Droughts, floods, earthquakes, as well as climate change, environmental degradation and 
technological disasters induced by natural hazards force millions of people to move within their 
own countries and across international borders.”）
WCDRRワーキングセッション「災害による移転への備え」要約報告書 （Summary Report for the WCDRR Working Session “Preparing 
for Disaster-Induced Relocation” (UNISDR 2015c, 1)）

引用：「災害リスクを軽減するために、災害リスクのモニタリング・評価・理解、それらの情報および災害リスクがどのように生
じるかに関する情報の共有に務め、既存の課題に対処するとともに将来の課題に備える必要がある。」 
（原文：“…in order to reduce disaster risk, there is a need to address existing challenges and prepare 
for future ones by focusing on: monitoring, assessing and understanding disaster risk and sharing 
such information and how it is created…”）
仙台防災枠組2015－2030（Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030（UNISDR 2015b, 11））
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　一般市民の参画について、仙台枠組では、関連政策の設計・実施の際に関与が必要な関係者として、「女性、 
子供、若者、障害者、貧困者、移民、先住民、ボランティア従事者、実務担当者、高齢者」を加えている（p.5；著者
訳）。分野横断的な課題として、仙台枠組は「人々とその健康、生活に明確な焦点を当てること、そして定期的
なフォローアップ」（p.6；著者訳）が全般的に必要であるとして、より人間を中心に据えたリスクコミュニケー 

ションとハザード管理へのアプローチを促している。

科学と技術の役割
調査研究および科学的・技術的情報はDRRにおいて重要な役割を果たすことが仙台枠組においても認められ
ている（UNISDR 2015b, パラグラフ25g）。特に、災害対応から複合的リスク管理に向けた移行を実現する 

には、リスクをより深く理解することが必要である。災害リスクの原因と性質、それが及ぼし得る影響とその軽減
策、さらにリスク評価の方法論に関する研究が求められる。
　2016年1月27～29日、DRRに関する科学技術部門の関係者が世界から、ジュネーブで開催されたUNISDR

主催の会議に集まった。この会議において、仙台防災枠組2015–2030の実施支援のための科学技術ロード
マップが策定され、65機関を超える組織で構成される科学技術パートナーシップが形成された。FGC事業も同
会議に参加し、その研究成果の発表は、さまざまな国のDRR専門家から大きな関心を得た。また、FGCが参加
したことによって、原子力ハザードや技術ハザードの研究の必要性が強調され、同会議ではこれがDRR研究に 

おける4つの優先事項の一つとして位置付けられた（UNISDR 2016, 3）。

救援から復興への移行
国際的な関係者の間では、初期的な危機対処または人道救援・支援から長期的な復興・開発プロセスへの
移行を改善する必要性が長い間議論されてきたが、「そのために行われてきた介入には問題点が多く残る」
（Chandran et al 2015, 5；著者訳）とされている。DRR政策においては、災害直後の対応に関する計画を 

整備している国は多いが、より長期的な復興計画を有している国は少ない。この政策の欠如は、災害後に復興メ
カニズムを立ち上げるための貴重な時間が失われることを意味している。また、国際的な資金提供においても「復
興ギャップ」がみられる。これは主に既存の人道支援制度において、資金提供サイクルが通常、短期間（1～3年）
であり、なおかつ災害発生前の備えに対して資金が提供されないという、構造上の制約が存在するためである。
　DRR関係者の間では、災害が再発生した時からも、より良い復興を遂げるためにという意味で「bounce forward」
または「build back better」という表現が使われ、そのために能力開発を中心として多くの議論がなされている。この2

つの表現は、「災害に対する脆弱性を弱め、強靭性を高める方法で地域社会とその資産・資源を再建する」（UNISDR 

2015e, 1；著者訳）ことを呼びかけるもので、2004年のスマトラ沖大地震およびインド洋津波の後、より多くのDRR

引用：「災害リスク削減には、全社会型の参画と協力関係が必要である。また、災害により著しく影響を受けた人々に対して
特段の注意を払いながら、包摂的、参加可能で、差別のない参画と能力強化が必要である。」
（原文：“Disaster risk reduction requires an all-of-society engagement and partnership. It also requires 
empowerment and inclusive, accessible and non discriminatory participation, paying special attention 
to people disproportionately affected by disasters”）
仙台防災枠組2015－2030（Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030（UNISDR 2015b, 13））
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に取り組む国際機関が用いるようになっている。
UNDPも「早期復興（early recovery）」という表
現を広めたが、FGC事業で話を伺った人道支援お
よびDRR領域の実務者は、これを一つのアプロー
チとして捉えるべきか、あるいは、救援から復興へ
の移行段階にあるさまざまな関係者を調整する 

ためのメカニズムとして捉えるべきなのかが明確で
はないと指摘した。
　WCDRRの一環として、FGC事業は3.11によっ
て避難を強いられている地域の復興計画の策定、
またそれに関連して障害者のニーズへの考慮、医
療・ヘルスケア体制、住宅供給と雇用創出制度、
そしてそれらに付随する結果に対する責任（accountability）の問題をパネルディスカッションで取り上げ、救
援・初期対応から長期的な復興への移行についての議論を行った。その中で、とりわけ被災者の変化するニーズ
を考慮し支援することができる包摂的な政策を策定する必要性が強調された。パネルディスカッションでの発表
に基づいて、登壇者が執筆したFGCワーキングペーパーも発行された。
　日本における3.11後の救援から復興への移行の経験から、救援措置や初期対応が復興過程にも及ぶ長期
的な影響を持つことが明らかになっている。例えば、原発事故の被害を受けた地域の環境修復のための制度
的・法的枠組を練り上げる過程で、除染が避難指示区域の再編や補償制度といった重要な問題に密接に係る
ことになった。しかし、実際には、迅速に除染を行うことだけに注力してしまい、その他の問題との調整がなされ
ず、住民の公的機関に対する不信感が一層深まった。
　3.11後の救援から復興への移行におけるもうひとつの特徴は、地域による復興の速度の違いと「温度差」であ
る。被害が深刻であった東北の沿岸地域のほとんどが、2011年以前から人口減少に悩まされていたが、この三
重災害により、これに拍車がかかった。多くの若者と働き盛り世代の住民とその家族が、復興が進まないことに
苛立ちを感じ、沿岸地域を離れ、より良い住宅、教育、就業の機会を求めて都市部に移住している。
　救援から復興への移行の成功は、情報共有と関係者間の調整にかかっていることが日本やその他の国の経験
から明らかである。移行には多くの関係者が関与し、その過程も決して直線的ではないため、様々な場面で包摂
と排除が発生する。被災国が当事者となって、この移行過程で政策の方向を再調整するのは、危機からの復興
のための根本的な前提となる。ただし、こうした政策の再調整を変化する被災者のニーズと確実に呼応させるに
は、国際レベルと被災国を構成する自治体レベルでも幅広い関係者の関与と、柔軟性の高い資金運用が必要に
なる。災害直後の対応（例えば避難所の立地決定のためのリスク評価など）および災害からの長期的な復興の
どちらにおいても、中核に据えて従うべき原則は、災害リスクの軽減とその包括的な管理である。

東北地方―被災者に配布する水を降ろす自衛隊員、2011年3月
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DRR課題におけるメンタルウェルビーイングと障害
国および国際レベルでのDRR枠組にメンタルウェルビーイングと障害に関する考えを統合させることは急務であ
る。3.11直後とそしてそれ以降に明確になったように、障害を持つ人々は、そうでない人々に比べて、高いリスクに
直面し災害の影響を著しく受けている。さらに、他のタイプの災害に比べて原子力災害を経験した人は、放射線の
身体への被ばくの有無にかかわらず、より高いリスクに曝されると思われる。こうした状況は、医学的、心理的、社
会的、経済的に長期にわたる影響を及ぼすことがあり、対処しなければ復興過程にも影響を及ぼす可能性がある。
　これは、関係者の注目が必要な領域であるにも関わらず、メンタルウェルビーイングと障害のリスクとその影
響の予防、そして介入は国際的な議論の場において度々軽視されてきた。政策レベルのDRR対策および事業 

レベルのDRR対策のあらゆる側面においても、精神障害または知的障害を持つ人々はしばしば軽視されてきた。 
国連人口基金（UNFPA）、世界保健機関（WHO）、国連児童基金（UNICEF）、UNDPなどの国連機関と世
界銀行グループは、それぞれの活動にメンタルウェルビーイングと障害を統合することを優先事項として進めて 

いる。国際的に合意された持続可能な開発目標（SDGs）の達成には、精神的・心理的ウェルビーイング、さらに
精神的障害、知的障害を持つ人々の権利の統合が必要だという合意もなされている。
　FGC事業は、国連大学グローバルヘルス研究所（UNU-IIGH）、国連経済社会局の障害者の権利に関する条
約事務局（UN DESA/SCRPD）、世界銀行東京開発ラーニングセンター（WB/TDLC）、国立精神・神経医療研
究センター（NCNP）との共催で、東京のUNU本部においてメンタルウェルビーイング、障害と防災に関する専門
家グループ会合を開催した（2014年11月27～28日）。この会合の結果、仙台枠組にメンタルウェルビーイングと
障害の課題を統合するための一連の提言（UNU et al 2014）が策定された（下記ボックス内参照）。これらの提
言を受けて、仙台枠組には災害復興の重要な施策として精神保健サービスと心理社会的な支援が盛り込まれた。
　精神障害または知的障害を持つ人々を含む地域社会の住民をDRR施策の計画、策定、実施、モニタリングに
参加させることによって、DRR施策が障害にも対応したものとなり、障害者もこうした施策を活用できるように
なる。地域社会を主体とするリハビリテーションなどの経験から学び、文化的にも配慮した、より利用しやすい
DRR施策を作り上げることが重要である。また、災害が起こる前から、そして災害発生後も、精神障害や知的障
害を持つ人々とその家族や支援者を支える制度があることが重要であるという認識が高まっている。また、災害
で家族や支援者を失った精神障害者、知的障害者のニーズを考慮した支援システムの整備も必要である。
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メンタルウェルビーイング、障害、防災に関する国連専門家グループ会合（FGC事業共催）の主な提言

1常に優先事項としてメンタルウェルビーイングと障害をDRR政策・事業に盛り込む。あらゆるDRR枠組においてメンタル
ウェルビーイングと障害を優先テーマとして盛り込むことが国際社会に求められる。人間は感情を持つ生き物であり、その
精神保健と心理社会的ウェルビーイングは、災害後の強靭性と復興において重要な役割を果たす。精神保健と心理社会
的ウェルビーイング、精神・知的障害者の権利を盛り込むことによって、DRRはより効果的で、強靭性の高い、強固とした
ものになる。

2 DRRに精神保健と心理社会的ウェルビーイングのターゲットと指標を加える。兵庫行動枠組2*に全く新たなターゲット
として、精神保健と心理社会的ウェルビーイングを盛り込む。さらに、主観的なウェルビーイングを示す指標を含め、人間
と社会の強靭性を最大限引き出す。

3 DRRに精神障害者、知的障害者を含める。障害を考慮したDRRでは常に、精神障害者、知的障害者が確実にその対象に
含まれていなければならない。障害に関する枠組と活動に精神障害者、知的障害者を含め、DRRにおける進捗からもたら
される恩恵から除外されることがないようにしなければならない。

4 DRRにおけるメンタルウェルビーイングと障害に関するガイドラインを整備する。国連制度において、実際的なDRRにお
けるメンタルウェルビーイングと障害に関するグローバルガイドラインを整備すべきである。

5平和と安全、開発と人権に関するあらゆる取り組みにおいてメンタルウェルビーイングと障害を統合する。災害への対処
における強靭性を最大限引き出すには、近く採択されるポスト2015開発アジェンダ **をはじめとする、既存の平和と安
全、開発と人権に関する取り組みにおいてメンタルウェルビーイングと障害を主流化する必要がある。

6国連制度の中で、メンタルウェルビーイングと障害に関するマルチステークホルダーワーキンググループを設立する。国
連制度の中に、DRRと持続可能な開発のためのステークホルダーグループの一部として、メンタルウェルビーイングと障害
に関するマルチステークホルダーフォーカスグループを設立すべきである。

*  2015年3月の採択以前、仙台防災枠組2015–2030は暫定的に、「兵庫行動枠組2」と呼ばれていた。
**2015年3月の採択以前、持続可能な開発のための2030アジェンダは暫定的に、「ポスト2015開発アジェンダ」と呼ばれていた。
出典：UNU et al (2014)
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FGC事業は、その調査研究の中心的なテーマの一つとして、3.11で避難した人々と地域の状況と、その生計 

手段・生業の回復と生活再建過程においてこうした人々が直面している課題を明らかにした。福島では、避難
問題が被災住民と被災地域社会に大きな影響をもたらしている。同時に、国際的な政策議論においても、強制 

移動と生計手段の回復の問題にますます注目が集まっている。
　強制移動は、それが紛争によるものであれ、災害によるものであれ、21世紀最大の人道的課題であり開発 

課題でもある。災害によって移動・移住を強いられる可能性は1970年から2014年の間に60％高まったと推計
される中、世界的に災害に関連した強制移動が注目されている（IDMC 2015, 19）。災害に関連する強制移動
の高まりは、（1）ハザードに曝されている土地への人口の集中、（2）こうした土地に住む人々の脆弱性の高まり、
（3）気候変動に伴う極端な気象現象の発生頻度の増加と規模の高まりというそれぞれ互いに影響しあう3つ
の傾向に起因すると思われている（IDMC 2015）。こうしたことから、災害によって移動を余儀なくされた人々
の苦難を国際的な政策枠組も認め始めている。2015年9月に国連加盟国によって採択された持続可能な開発
のための2030アジェンダでは、災害と強制移動が「過去数十年の開発の進展の多くを後退させる恐れがある」
（UN 2015a, 5；著者訳）重要なリスクとして強調されている。
　強制移動によって、被災者と被災コミュニティは、馴染みのある環境、そこで形成された社会的な絆、暮らし
と切り離されることで、しばしば甚大な影響を蒙る。強制移動を引き起こした直接的な原因が一段落した後は、 
日常生活の回復に重要な役割を果たす生計手段の確保が急務となる。したがって、変化した環境の中で、生計
手段を回復し、日常生活を再建する能力が、強制移動の状況の解決には極めて重要と考えられる。世界人道 

サミットに向けて発表された国連事務総長の報告書は、早期から生計手段の回復に注力することの重要性に
触れ、強制移動に対するアプローチを「緊急の人道支援によってニーズに応えることから、移動を強いられてい
る人々の尊厳を守り、その生活の自立性を改善させるもの」（UN 2016, 22；著者訳）へと根本的に転換させ
ることを呼びかけた。この転換が真に効果的であるためには、移動を強いられている人々が生活再建を図るう
えで「確保出来得る生計手段の複雑性、その過程で直面する障壁とそれを乗り越えるためにとる主体的な行動」
（Crawford et al 2015, 3；著者訳）をよく理解しなければならない。
　日本では、2011年の地震、津波、そして何よりも原子力災害後の放射能汚染による大規模な避難が、3.11の
最も顕著な影響の一つとなった。3.11による損害は、復興の度重なる遅れと相まって、それ以前から人口減少
が問題となっていた東北の被災地域からの住民の流出に拍車をかけた。避難生活がますます長引くにつれて、 
こうした地域社会の絆が損なわれ、労働力不足が深刻化し、その結果、重要な社会経済機能と生計手段の回復に 

不可欠な企業や事業の閉鎖につながり、地域社会の存続自体が脅かされている。
　FGC事業では、こうした課題とプロセスの関係を調査するため、被災地域社会の復興に関与した主要関係
者の視点から、避難問題と生活再建に関連するさまざまな政策と取り組みを検証した。表3に概説したとおり、 
現地調査では、福島第一原発事故の後に避難した住民、被災した自治体の代表者、福島や他県で避難者を 

避難問題と生活再建

 避難問題と生活再建 2

福島県三春町―原発避難者のための仮設住宅、2014年6月
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支援している市民社会団体とのインタビューやフォーカスグループディスカッションを行った。さらに、国際機関
への調査ミッションをはじめ、危機対応、人道支援、防災、危機に曝された地域の復興・開発の領域で活躍してい
る国内外の政策策定者、実務者、研究者との定期的な協議を通じて、多数の専門家と意見交換を行った。現地 

調査や専門家との協議から得られた洞察は、災害やその他の危機状況下における強制移動と生計手段に関する
政策文書、統計データ、研究文献、報道記事など広範囲にわたるレビューを経て取りまとめた。

長期避難状況への対処と恒久的解決策の模索
世界的に見て、災害は強制移動の主要な原因の一つである。2008年以降、毎年平均2,600万人の人が災害に
よって移動を強いられ（IDMC 2015, 19）、その大多数が国内避難民（IDP）である。国連の国内強制移動に関
する指導原則では、IDPを「武力紛争、一般化した暴力の状況、人権侵害、もしくは、自然もしくは人為的災害の
影響」の結果として移動を強いられ「国際的に承認された国境を越えていないもの」（UN 1998, 5）としている。
しかし、高所得国の間には、強制移動は開発途上にある国だけに影響するという考えが蔓延している。確かに 

開発途上国における IDPの割合は最大であるが、日本で3.11がもたらした大規模避難によって、経済的に最も
豊かとされる国々においても強制移動が深刻な問題になり得ることが明確に示された。
　3.11によって、ピーク時には47万人を超える人々が避難したとされている。5年が経過した今、およそ17万4千
人の避難者がいることが公式に発表されている（復興庁 2016）。福島第一原発事故の影響が最も深刻である福
島県からの避難者が最も多い。2012年5月にはその数は16万4,865人とピークを迎え、2016年4月時点でも未だ
9万7,333人が避難している（福島県 2016a, 3）。日本国内ではこうした人々をIDPつまり「国内避難民」と言及
することは一般的でないが、国際的にみて福島の原発避難者の状況が国内避難民問題であることは明白である。
　現行の国際法ではIDPという法的地位は存在しない。国連の指導原則も国内強制移動に対処するうえで重要
な指針として認められてはいるものの、それ自体に法的拘束力はない。しかし、指導原則には明確にこうした人々
がその避難状況に対して恒久的解決策を得る権利があると述べられているため、国内強制移動を強いられてい

活動 情報提供者数

2014年6月、9月現地調査 
2011年時点で国が定めた避難指示区域等を構成した12自治体
の代表へのインタビュー 25

3.11災害後、全面避難対象となった4自治体の住民とのフォーカ
スグループディスカッション 23

2015年6～7月現地調査
福島県内外で避難者を支援する支援団体の代表（その内多くの方
が自らも避難者といった状況にある）へのインタビューとフォーカ
スグループディスカッション

27

在ニューヨーク国際機関の代表者との協議（2014年5月） 10

調査ミッション 在ウィーン国際機関の代表との協議（2014年5月） 9

在ジュネーブ国際機関の代表との協議（2015年12月） 21

合計 115

表3：避難問題と生活再建に関する主な調査研究活動
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る人々を IDPとして認識することは重要である。恒久的解決策の考え方は、国連システム内外の人道支援関係 

機関で構成される人道支援問題への対応を調整することを目的とした機関間常設委員会（IASC）によってさら
に詳しく示されている。恒久的解決策のための IASC枠組によると、「恒久的解決策とは、IDPが避難に関連した
特別な支援と保護を必要としなくなり、（中略）避難を理由に差別を受けることなく人権を享受できるようになっ
た場合に実現される」（IASC 2010, 5）。この IASCの枠組は、自然災害時における人々の保護に関する IASC

活動ガイドライン（2011, 46）とともに、恒久的解決策の実現に向けた定住に関する主要な選択肢として、次の 

3つをあげている。
　・元の居住地での持続的な再統合（以下、「帰還」）
　・国内避難民が避難している地域での持続的な統合（以下、「現地統合」）
　・国内の別の場所での持続的な統合（以下、「移住」）

　災害に関連する強制移動は、短期間にわたる一時的なものと想定されることが多いが、これは多くの災害が
もたらす強制移動状況には当てはまらず、恒久的解決策を模索する過程は決して簡単なものではない。特に、 
深刻な原子力災害による放射能汚染の場合は、被災地が居住するのに危険な状態が数年もしくは数十年と続く
ため、避難生活が長期化する。このために、居住者登録、住居、土地および財産などの問題に関する、または保健
医療、教育、雇用、福祉の領域でのサービスの提供に関する政策、法律、制度の枠組に複雑な難題が発生する。
　こうした難題は福島の避難者の居住形態を見ると明らかである。2016年初頭に行われた調査によると、福島
の回答者は、震災後平均で4.6回の引っ越しをしている（NHK 2016, 8）。頻繁な引っ越しによって世帯構成が
変化することも多く、もともと同居していた世帯で若い世代が高齢者と異なるタイプの仮設住宅などに移ること
が多い。原発事故後、避難指示が解除された地域では、事故以前に住んでいた住居で週のうち数日を過ごし、 
その他の日を避難先で過ごす人もいる。同じように、父親が仕事のために元の住居に戻り、母親と子供が避難先
に留まるなどして、離れて暮らしている家族もいる。 

　避難と強制移動の境界は曖昧であり、強制移動が実際にいつ終わるのかを決定するのは難しい。同じよう
に、元の居住地への帰還、避難先での現地統合、あるいは別の場所への移住自体が必ずしも強制移動に対する 

解決策が見つかったということを意味するのではない。持続可能となるには、どの定住の選択肢もIDPが自ら 

意思決定をする権利を尊重したものでなければならない。さらに、IASCの枠組は、どのような定住の選択肢も
持続可能となるには、IDPが安全で安心と感じ、適切な住居に居住し、差別を受けることなく基本的なサービス
を受けられ、そして生計手段・雇用を確保できたうえで平常の生活に戻れていることが重要だと強調している。
　しかし、福島の避難状況に対する日本政府の対応では、避難者の自発的な関与を確保することに十分な注
目がなされていなかった。原発事故発生当初、政府は、国民の参照被ばく量について、国際放射線防護委員会
（ICRP）が危機的状況下で適用する年間20～100ミリシーベルト（mSv）の基準を踏まえて、国民の被ばくの
年間限界値を、ICRPによって平常時の一般住民への被ばくの限界値とされる年間1mSvから年間20mSvに 

引き上げた（内閣府原子力被災者支援チーム 2013; 青木 2015; Shimizu 2016）。一方で、年間1mSv未満 

という値は、除染やモニタリング活動などの国民の被ばくを下げるための取り組みにおける長期的な目標として
留保した（内閣府原子力被災者支援チーム 2013）。原発事故後まもなく、政府は、福島の復興を進める方法と
して避難住民の帰還を急いで促した。また、避難基準を年間20mSvとして、被災地域における避難指示の解除
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帰還困難区域
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をし、居住しても安全だとして再解放するためにこの数値を適用した（青木 2015）。しかし、莫大な費用をかけ
て行った除染の限界が明らかになるに連れ、また、避難指示区域の大部分が近い将来この基準を満たすことが
ないだろうということも明白となった。これを受けて、2013年12月に政府は政策を若干変更し、当初から強調し
ていた被災地域への「早期帰還」を重視しつつ、「故郷を離れて新たな生活を開始」する人々のための支援措置
を加えた（原子力災害対策本部 2013, 2）。 

　これを反映させるために、避難区域の再編が行われ、避難者が複数のカテゴリーに分けられることになった。
各地区で記録された平均放射線量によって区域が区別されたが、実際に放射性物質は均一に広がったわけでは
なく、避難区域内だけではなく区域外、さらに福島県外にも局所的に放射線量が高いホットスポットが存在して
いる。避難指示が出された地域から避難した人は、強制避難者とされる。原子力災害後まもなく、事故を起こし
た第一原発周辺の12の自治体が避難区域とされ、約11万人が避難を余儀なくされた（内閣府原子力被災者支
援チーム 2015）。それ以降、一部の地域では避難指示が解除され、現在の避難指示区域は8つの自治体にまた
がっている（図1参照）。これにより、公的な統計上の強制避難者数は大幅に減少したものの、実際に帰還した人、

図1：避難指示区域（2016年7月12日時点）

出典：内閣府被災者支援チーム「避難指示区域の概念図平成28年7月12日時点」を元に作成。
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または帰還しようと考えている人の数は少ない。これにも関わらず、政府は、2017年3月までに残りの黄色とオレ
ンジで示されている全地域の避難指示の解除を目指していると発表している。政府は、避難指示の解除は、住民
に「帰還を強制するものではない」（原子力災害対策本部 2015, 7）としているが、既存の支援措置が帰還以外
の定住の選択肢を検討している人よりも、帰還しようとしている人にいまだ注力しているのは明らかである。強制
避難区域からの避難者に加えて、事故の影響がその値域で記録された放射線量に表れたものの避難区域に指
定されなかった福島の他の地域からおよそ4万～5万人が避難したと推計されている（文部科学省 2011, 2）。
こうした人々は「自主避難者」として呼ばれることが多いが、公的な定義はなく、それがこの避難者に関する体系
的なデータがないことの一因でもある。こうした避難者の多くが幼い子供を持つ母親で、夫は仕事のために元の
住居に残っていることが多い（Tomoyasu et al 2015）。
　強制避難者は、以前居住していた地域がどの避難区域に指定されたかや、そこで所有していた財産の価値、
災害前の雇用状態などに応じて補償を受け取る。対照的に、自主避難者は、限られた一回限りの手当しかもらえ
ず、同様の支援は得られない。この対応の違いから、避難者の間で補償と救援措置に関する格差が生まれ、被災
した地域社会や家族内でも軋轢の引き金となっている。こうした軋轢はさらに、福島県内か県外に逃れたのか、
原発事故で避難を強いられたのか津波による被害にも遭ったのか、3.11以前に原発があることで恩恵を得てい
た地域かそうではない地域からの避難なのかなど、実の多くの違いによって複雑化している。
　放射線リスクの捉え方や帰還に対する考え方の違いによっても、地域社会の分断が進んでいる。多くの高齢者
が故郷に戻りたいと願いつつも、子供や孫が戻ることに前向きでないことを分かっているために、そのような願望
･希望を口に出すのをためらっている。恒久的解決策の一つとしての帰還の捉え方が世代間で異なることがこの
根本にある。高齢者は、若年世代に比べ、帰還をより望ましい策として捉えており、若年世代は、帰還した場合の
放射線リスクを懸念している。同時に、長期化する避難によって元の居住地で平常の生活を再開する望みを持て
なくなるのは避けようがなく、幼い子供のいる若年層をはじめとして多くの人が、他の土地で生活を再開せざる
を得ず、帰還に対して消極的である。このために、再び居住可能となった場所に帰還する人々の数は少なく、主に 

高齢者となっている。例えば、川内村の大部分は2012年4月に居住が再び可能となり、2014年10月には、残りの
地区の大部分で避難指示が解除されたが、2015年12月の時点で村に戻った人口は3.11以前の人口の63％に
過ぎず（内閣府原子力被災者支援チーム 2016, 1）、帰還者の4割が65歳を超えている（産経ニュース 2016）。
　通常、社会関係資本（social capital；社会的・経済的なつながりなど）を多く持つ若くて健康な人の方が、
避難後に新たな生活を容易に立ち上げることができるとされる。これは、仮設住宅の住民の急速な高齢化にも
現れており、新たに建設された災害復興住宅においても高齢化が進んでいる。福島県の集計によると、2015年
5月には、プレハブ型仮設住宅の住民の38.7％が65歳を超えていた（福島県 2016b）。また、災害復興住宅に
住む65歳を超える住民の割合は2016年1月時点で39.2％だった（朝日新聞 2016a）。本質的にこれは、強制
移動の状況下でよくみられるマイナスの結果を生み出す社会選別を反映している。この結果「弱くて脆弱な者、 
すなわち病人、障害者、幼い子供をもつシングルマザー、高齢者」（Help Age International and IDMC 

2012, 34；著者訳）などが恒久的な解決策を模索する過程で遅れがちになる傾向がみられる。
　こうした状況に直面する被災地の自治体は「より良い復興（build back better）」を遂げなければという課
題と格闘している。住民も感じられるような復興の「見える化」を進めるのと同時に、急速な高齢化に対応する
ことは容易ではない。2015年12月から2016年2月に行われた調査では、福島からの回答者の50％が復興は
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進んでいないと感じていると答えたのに対して、宮城と岩手の回答者でそう答えたのは18％に留まった（NHK 

2016, 3）。
　このような背景があって、強制避難者と自主避難者との対話からは多くの人が先の見えない不安に陥っている
ことが明らかとなった。地域社会の分散と分断が進み、生活手段や生業が崩壊し、普通の暮らしに戻れるという
希望が小さくなっていく中で、多くの人が将来を描けずにいる。
　こうした原発避難者の状況は、IASC枠組に述べられた定住の選択肢が持続可能であるための条件を満たす
ことの重要性を裏付けている。だがそれと同時に、先の見えない不安の長期化や多層構造を持った地域社会の
分断によって立ち直る力が削がれてしまうといった、原子力災害の目に見えないが強い影響力を持つ社会的、 
心理的な影響に対処することも、同じく重要であることを示している。
　恒久的解決策の模索は、長期的な強靭性（レジリエンス）の課題として取り組まなければならない。既存の
政策、法律、制度的な枠組を振り返り、避難者を取り巻く現実とその変化するペースに即した支援を提供する
必要がある。福島の場合、まずは現実的な復興政策のための時間枠が必要である。首尾一貫して矛盾のない
復興政策の実現には、国・県・地元自治体とあらゆるレベルの行政の密接な協力関係と、被災住民と共に政策
の策定取り組むという偽りのない政治的なコミットメントが不可欠である。被災住民の参画を確保するために
は、十分な資金と有能で透明性の高いリーダーシップだけでなく、行政や政策策定に関与している専門家など、
全て関係者の一貫した揺るぎのないコミットメントも必要である。また、どこで起ころうとも、原子力災害からの

福島県川内村 ― 帰村した住民の家、2014年6月
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復興には、被災地域の分断に対処する注意深く繊細なアプローチも必要である。特に避難区域の設定や編成、
補償制度などの問題についてはこうした慎重な姿勢が求められる。これらの課題に対処するにあたっては、政策
プロセスへの避難者の関与促進に継続的に取り組むとともに、その変化する状況に即した支援措置を提供する
ことが重要である。これにより、避難者はより確実で必要な情報に基づいて自分の将来の選択肢を見据え、意思
決定がしやすくなり、復興に対する当事者意識を育むことにもつながる。 

　福島の原発避難者の事例は、国際的な恒久的解決策の枠組みに対する示唆をも与える。既存の IASC枠組
は重要な指針を提供しているが、原子力災害の状況においてその妥当性を高める必要がある。それには、原子
力災害の影響が長期におよびながら社会的分断を引き起こす特徴を理解し、考慮することが重要になる。そし
て、このような状況によって長期化した避難に対処するために必要な政策、法律、制度システムを包括的に改革
することの規模の大きさと重要性を強く意識することが必要である。同様に、避難者がかられる「先の見えない 

不安の罠」がその安住を妨げ、行動力を削ぐ影響を克服するには長い時間を要することを深く認識しなければなら 

ない。最後に、社会的・心理的影響に対処することは、物理的インフラの再建および環境復旧と同様に重要で 

あることを忘れてはならない。

避難状況下の生業の回復と生活再建
3.11は、人々の生業に甚大な影響を及ぼした。福島県だけでも雇用の25.9％に悪影響が及んだとされる（ILO 

2015, 19）。2016年2月に行われた調査では、福島からの回答者の25％が職を失ったと答え、67％が震災後
に収入が減った、または収入を失ったと報告している（朝日新聞 2016b）。原発事故によって、福島全域の農作
物、水産物の評判は崩壊し、未だその価格と売上は回復していない。福島県を訪れる観光客も減り、観光業や 

関連サービス産業では大幅な減収につながっている。多くの企業や事業者が閉鎖を強いられ、そのごく一部
がその他の地域、または、避難区域の編成後に元の場所で営業を再開した。2015年8月には、2011年に避難 

指示区域を構成した12自治体の約8千の被災事業者の調査などをするために、官民合同チームが立ち上げられ
た。2016年2月時点で、3,373人の事業者から集計した結果によると、20％が元の地域で営業を再開し、27％
が避難先で営業を再開している（福島相双復興官民合同チーム 2016, 3）。しかし、再開した事業の持続可能
性が憂慮される話もきかれる。事業再開のために規模を縮小した事業者も多く、また、経営は赤字で補償金の
支払いに頼り続けている事業者もいる。
　人間開発報告書2014は脆弱性を低減し強靭性を構築することに着目し、「危機において雇用と生計手段に 

投資することによって、地域社会と個々人の再建と復興を促し、将来の危機に対する強靭性を高められる」として 

いる（UNDP 2014, 8；著者訳）。しかし、災害の影響が大きいほど、生活再建はより長い時間を要し、その間
に衝撃に対する脆弱さが増す。これは特に、強制移動の結果、対処能力が大きく損なわれている人々に当てはま
る。生計手段の獲得方策、つまり生計戦略はそれ自体で成り立つものではなく、人々が暮らす環境、社会、経済、
政治などの状況の中で形成される。したがって、生計手段と雇用の確保は恒久的解決策がどの程度達成された
かを確かめる中心的な基準となるが、強制移動を経験した人々が新たな土地で社会統合を果たせるかどうか
が長期的にそのウェルビーイングを左右する重要な指標となる。実際、生業を失うことは、単に収入を失うこと
で生活の質を脅かす経済的リスクに留まらない。特に避難状況が長期化した場合、生業の喪失によって社会的
立場や、自らの価値と尊厳の感覚が失われてしまうことが多く、これにより社会的、身体的、心理的な悪影響が 
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及ぶ。同様に、災害後の混乱における生業の回復は、制度や政策的対応など政治的な性質を持つ構造的要因の
影響を著しく受ける。 

　3.11が人々の生業にもたらした悪影響に対処するために、いくつかの救援措置が講じられた。例えば、福島では
緊急雇用創出事業が立ち上げられ、こうした制度を通じて雇用された人々の数は、最初の一年で約1万8,400人、
四年目には3万8,600人近くに達し、導入後四年間で二倍以上となった（福島県 2012 および 2015a）。被災
者のための雇用確保につながっただけではなく、このような制度は地方自治体や市民社会団体が災害後の混乱
の中で行うさまざまな支援活動を効果的にサポートできることが明らかとなっている（Nagamatsu 2015 ̶
FGC Working Paper No.3）。また、強制避難区域出身の全事業者を対象とした調査を行っている上述の官
民合同チームは、こうした人々の状況に応じた支援制度の設計も行っているが、こうした取り組みはもっと早期
から実施されるべきであったという指摘も受けている。 

　生業の回復に向けて活動を開始し、生活を再建する拠点を避難者に提供するために、仮設住宅も提供さ
れた。これには強制避難者を対象として福島県内各地に設置されたプレハブの仮設住宅やみなし仮設として 

借り上げられた民間のアパートや公営住宅などが含まれる。福島県内でこのような仮設・借り上げ住宅の入居
者数は、2012年3月に9万8千人を越えた時にそのピークを迎え、2016年4月時点でも4万6千人近くに達する 

（福島県 2016c）。3.11直後の混乱の中では、避難者の強制・自主といったカテゴリーを問わず、仮設住宅と
して借り上げられた賃貸アパート（行政当局が賃料を負担）なども提供された。そのため、後に政府によって避
難指示区域に設定された地域以外からの避難者にとっても避難が可能な選択肢となった場合も多い。福島県
内では、こうした借り上げ住宅は主に強制避難者向けとされため、多くの自主避難者が県外の借り上げ住宅を 

利用することとなった。
　福島の原子力災害から5年が経過し、災害直後の対処から、既存の救援措置が徐々に終了し、長期的な復興
へと移行する中で、生業の回復をめぐる状況も変化している。緊急雇用創出事業の多くは当初3年間とされて 

いた。その後、3.11が継続的に労働市場に影響を及ぼしていることなどを踏まえて数回延長されたが、2016年 

4月でこうした制度の多くが終了した。同様に、仮設住宅などは当初2年間の予定で提供されていたが、これまで
に数回、1年間ずつ延長されてきた。しかし、2015年6月、すべての仮設・借り上げ住宅の供与が2017年3月で
終了されることが発表された。特定の条件を満たした強制避難者は、福島県内の各地に建設されている災害公
営住宅に入居を申し込むことができる。自主避難者に対しては何の住宅制度も整備されていないが、もし福島
に戻る場合には少額の引っ越し手当が支払われるほか、収入が特定の金額以下の場合は、一定期間にわたって 

家賃補助金が交付される（福島県 2015b）。
　救援措置の段階的な終了によって、避難者は先の見えない不安をますます募らせている。また、こうした段階
的終了は、避難者が生業の回復に取り掛かる状況がますます多様になっていることを意味する。こうして変化
する状況の中で、多くの避難者が不確実な状態で生活再建をしなければならないと感じている。強制避難者に 

とって、被災後の最大の気がかりは、いつ故郷に帰れるのかということだった。しかし、避難生活が長引けば長引
く程、元の地域へ帰還した後に平常の生活を取り戻す見込みは低くなり、これに伴って帰還に対する考え方も 

多様化した。同様に、帰還の目途を立てずに避難した多くの自主避難者も、不安の中で年月が経過した今、将来
の計画を立てるのが難しいと感じている。 

　避難者の中でも、農業や畜産業を生業としていた人々は大きなジレンマに直面している。こうした人々の多く
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が自分たちの土地に強い愛着を感じているが、原発事故後に立ち入り禁止区域に指定された土地で今後生計を
立てていける可能性は低いと考えている。高齢者にとってこれはしばしば生きがいの喪失を意味している。自ら
の土地を耕せないことで、多くの高齢者の自立が難しくなっただけでなく、原発事故以前まで自分の土地で採れ
たものをわけあったりして成立していた地域や家族との互恵的な関係に貢献できなくなったことで、自分の価値
を見失っているのである。 

　多くの場合において、今までと異なるライフスタイルに慣れながら、避難先の土地で生業を回復していくのは、
簡単なことではない。自営業をしていた人にとっては、新たな場所で事業を再開するための投資はリスクが高く
コストもかかるうえ、その土地の同業者との軋轢を生む可能性もある。だからといって別の仕事を見つけるのは、
そう一筋縄ではいかない。特に福島をはじめとする被災県の労働市場の特徴として挙げられるのは、求人と求
職の職種の顕著なミスマッチである。自主避難者の場合、その地域にいつまで留まるかわからないなどの理由
で、どれだけの期間働けるかを明言できない場合が多い。また、避難先で子供の面倒をみてくれる家族や親戚な
どがいないために、子供の具合が悪くなったときには休みを取らなければならない人も多い。こうしたことから、 
子供と避難し事実上シングルマザーとなった母親を雇うことを敬遠する事業者も少なくない。
　強制移動の状況はそれを経験する個々人の間でそれぞれ異なるが、該当する救援措置や受けられる補償の
違いから、避難者と受け入れ地域の関係において難しい課題が生じることがよくある。したがって、避難者の 

生業の回復は、新たな場所でその地域社会の一員として生活を再開できるかどうかと関連づけて考えなけれ

福島県葛尾村 ― 一時帰宅中に家の片付けをする避難者
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ばならない。福島の原発避難者にとってこの社会統合は、周囲の不理解や共感の欠如によりさらに難しいもの
となっている場合が多々ある。強制避難者との対話からは、受け入れ先の住民から補償金で生活できるのに数
少ない就職口を奪っていると妬まれることが珍しくないことが明らかになった。また、このような反応を受けて、 
一部の人は自分達が避難者であることを隠すことを決め、これによって社会統合に対するストレスがさらに高まっ
ている。自主避難者は、受け入れ地域の多くの人が避難指示区域外でも原発事故による放射能汚染が起こっ
た現実を理解していないために、自分たちのことを福島の状況に過剰反応していると捉えていると感じている。
　また、多くの自主避難者は、避難者として直面している困難を福島にいる身内や友人と共有することが難しい
とも感じている。これは、放射線リスクの捉え方が異なるために避難を不必要だと思う人もいれば、経済的な 

理由などで避難したくてもできない人がいるためである。
　社会統合を果たすには、避難者が安心して自分たちの生活をどこでどのようにして再建するのかを見極め 

ながら、選択できる状況が必要である。強制避難区域内外からの避難者との対話からは、多くの人が、今後の 

選択肢を考えるための時間も意思決定をしやすい環境もないまま、さまざまなプレッシャーを感じながら重要な
決断をしなければならないと感じている状況が伝わってきた。強制避難者は、避難指示を解除し、最終的には 

補償を打ち切ることで帰還を促そうとするトップダウン型の政策に直面して、重圧を感じ、無力感を味わっている。
自主避難者では、長期化する避難生活で家族が別々に暮らすことになり、家計も家族関係も疲弊している状況
から、経済的、心理的ストレスが重なっており、常にどこかで帰還しなければならないというプレッシャーがある
という。こうした中で、避難している母親の多くが、本来なら比べられないような種類のリスクを秤にかけなけれ
ばならないという難しい問題に直面している。例えば、残存する放射能への懸念と、子供を父親や友人から引き
離しているストレスの大きさを比べている人や、夫との関係が著しく悪化し、離婚を避けるために帰還しなければ
ならないと感じている人などがいる。
　生活再建には、新しい環境に適応しながら、生計手段を再確立するという二重の困難が付きまとう。福島の
原発避難者は、初期対応から復興への移行に伴って、自らが置かれている環境がますます多様化する中で、こ
の課題に直面している。先の見えない過渡期であるからこそ、避難者の新たな生計手段の開発と整備、そして 

新しい環境への適応と社会統合を促す支援でもって、総合的な復興を支えることが重要になる。福島の場合、 
初期対応として導入された支援策からより長期的な復興政策への移行に伴って、避難者の置かれている多様な
状況を細かく分析し、これを政策に反映することが非常に重要である。避難者の帰還意向調査には多くの資金
と労力が投じられてきたが、補償なしで強制避難者が自立できるかどうかといったことに関する体系的な評価は
実施されていない。同様に、自主避難者や、避難区域の再編に伴い補償が打ち切られた避難者の状況に関する
データも不足している。 

　総合的な復興には、生業の再生や生活再建を支援するプログラムを通じて、避難者の地域社会への社会統
合を促すことも必要である。一時的で暫定的な生計手段も含め避難者が活動的であり続け、その生業の回復
を促すには、就職相談、研修、雇用者マッチングサービスなどの多岐にわたる支援が不可欠である。ほとんどの 

受け入れ先の自治体の行政機関は、原発避難者のニーズに合った意義のある生活再建支援策を提供するための 

資金と人的資源の両面での援助を必要としている。また、生業の回復を強調するあまり、高齢者や幼い子供を持
つ母親などの働くことが難しい人々が置き去りにされてはならない。こうした人々の社会統合を促すには特別な
支援措置が必要になることを念頭においておかなければならない。 
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　避難者間や、避難者と受け入れ地域社会との間の軋轢の存在は、補償や支援措置、放射線リスクの捉え方
の違いに起因する社会的分断を、相互理解を育みながら、克服する重要性を示している。まず取り組むべきこ
とは、避難者の受け入れによって生じた受け入れ地域の公的・社会サービスの逼迫の軽減につながる意味ある 

投資を行うことである。また、避難者と受け入れ地域社会を構成するさまざまな集団に共通する関心を見極めた 

うえで、保護者会や高齢者クラブといった、交流事業などを立ち上げるためのサポートをすることも必要である。 

　より一般的な視点からみると、福島の事例からは、大規模災害から復興しようとしている国々が初期対応か
ら長期復興へと移行する時に考慮するべき事柄に関する洞察が得られる。こうした状況に直面している政策 

立案者は復興計画を策定するに当たって、被災者が生活再建を果たし将来の計画を立てられるには、自分たちの 

置かれた状況についてある程度先の見通しがつくことが不可欠であることを認識しなければならない。また、 
初期対応から復興への移行は、入念に検討された基準に従いながらも、被災者の実生活の状況に柔軟に適用で
きるように政策を調整することも必要になる。これは本質的に、行政をはじめ、復興を進めるステークホルダー
が避難者を特定の方向に押し付けることなく、帰還・現地統合・移住のどの選択肢を選んだとしても生活を再建
できるような環境を整えてあげなければならないことを意味する。短期的には、救援から復興へと迅速に移行を
進めることで政治的な利益が得られる場合があるかもしれない。しかし、そうして被災者や避難者の実際のニーズ
を顧みずに政策の再設計を図ることは、長期的には社会経済的疎外という解決が非常に難しくコストもかかる
さらに深刻な問題につながるリスクを孕んでいる。
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福島第一原発から拡散された大量の放射性物質は、環境や人々のウェルビーイングに著しい影響を及ぼした。
こうした放射性物質の中には残存期間が長いものもあり、環境修復には長い年月を要する。WHO（2013）および
UNSCEAR（2014）による初期評価は、事故による放射線被ばくが身体に直接的な影響を及ぼす可能性は低
いとしている。しかし、被災者の間には、困惑、不安、恐れが根強く残っており、復興過程が複雑化し、長期化し
ている。多くの国々は原子力産業を依然として継続しており、また、一部の国々は新たに原子力産業に参入する
計画を立てている。このことから、福島の原子力災害は、日本だけでなく国際社会に対しても、原子力事故への 

対処・管理のための適切かつ有効なリスクコミュニケーションの方策・戦略整備の必要性を明確にした。
　放射能汚染に対する除染とインフラの再建が進むに従い、一部の地域では避難指示が解除された（福島県
2016a）。日本政府は、2017年3月までに、帰還困難区域（今後もしばらくの間、年間積算線量が20ミリシーベ
ルト（mSv）を上回ると予想されている地域）以外の地域に対する避難指示を解除することを目指している（原子
力災害対策本部 2015）。これにより、住民帰還を願う日本政府と、故郷の安全性に対する政府の保障や帰還後
の将来に疑問を抱いている多くの避難者との溝が拡大している。
　こうした問題の多くは、原子力事故に関するリスクコミュニケーションの難しさと関連している。リスクコミュ
ニケーションは「リスクの性質、規模、重大性、制御可能性に関して、関係間で情報を共有すること」（Covello 

1992, 359；著者訳）と定義されている。リスクコミュニケーションは、リスクおよび実用的な問題解決の戦略
について、関係者間で話し合いを行う重要な方法および過程である。リスクコミュニケーションが不十分だと、 
一貫性を欠いた断片的な情報、リスクに関する誤解、防げるはずのリスクへの曝露またはリスクの増大、信用・
信頼の崩壊につながる。専門家ではない人々の多くにとって放射線に関する情報は、専門性が高く、複雑で、 
身近なものではない。専門家でも、時に異なる見解が存在する科学を、専門家ではない人々が理解し、日常生活
に利用できるように表現することは容易ではない。福島の事例では、防災措置の不備に加え、事故以前から事故
直後における情報提供と関係者間コミュニケーションの問題が、こうした課題が一層難しいものにした。 

　リスクコミュニケーションに関するFGC調査研究は、原子力事故の特性に関連したリスクコミュニケーション
の課題を含め、放射線リスクがどのように社会に捉えられ理解されているのかについて探り、有効な情報提供・
コミュニケーションの形態を検討した。既存の知見を取りまとめるために文献レビューを行い、放射線リスクの
捉え方の傾向や、それがリスクコミュニケーションにもたらす意味について明らかにした。その後、現地調査を 

実施し、研究ワークショップを開催した（表4参照）。

 リスクコミュニケーションと原子力事故 3

東京都 ―リスクコミュニケーションに関するFGCワークショップの様子、2015年11月
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　現地調査では、市民社会団体やパートナーの支援のもと質的調査を行った。調査では、被災者が抱える懸念
と彼らが必要としている情報を詳細に把握し、有効なコミュニケーションの形態を理解することを目的として 

インタビューやフォーカスグループディスカッションを行った。一対一のインタビューは、1人の情報提供者につき、
平均1時間をかけて行った。 

　また、放射線科学、環境科学・技術、社会学、政治科学、心理学、メディア、ジェンダーなどの関連領域から 

学際的な専門家を招致し、「福島原発事故後におけるリスク理解とコミュニケーションのあり方」と題した研究
ワークショップをUNU本部（東京）で開催した。同ワークショップでは、学術的視点と実務者の視点、経験を
踏まえて議論が行われ、福島の事例およびチェルノブイリやスリーマイル島での事故からの教訓をもとに、原子
力事故に関連するリスクを理解する心理的過程や、効果的にコミュニケーションすることの複雑さについての
幅広い洞察を得た。同ワークショップの成果として、リスク認識とリスクコミュニケーションに関するFGC文献
レビューの成果を含む計15本のペーパーがFGCワーキングペーパーシリーズとして発行された。これらのペー
パーはIASとFGCのウェブサイトから入手可能である。同ワークショップでは、正確で、信頼のおける情報を遅延
なく提供すること、さらに住民の活発な参加を可能にすることの重要性が確認された。また、リスクコミュニケー
ションを成功させるためには、効果的で適切な情報環境を構築し、社会・文化に配慮したアプローチを促すこ
とに細心の注意を払うことが重要であることが強調された。こうした活動のほか、二者会合や学術学会、ワーク
ショップを通じて、関連の研究者、実務者、政策策定者との協議を定期的に行った。

放射線リスクの捉え方と理解
人々は放射線に対して強い懸念を抱く傾向にあり、福島原子力災害においても放射線被ばくとその健康への 

影響に関する多大な懸念と恐れをもたらした。多くの科学者が福島原子力災害で放出された放射線が健康被害
をもたらす可能性は低いとしているものの、こうした見解にも多少なりの不確実性が存在するため、人々は大き
な懸念を抱いている。放射線科学の特有の性質や変化し続ける被災者が置かれている状況により、災害からの 

5年間で放射線に対する不安に関連した問題は拡大し、複雑化している。被災地域間、そして被災地域内や家
庭内においても放射線リスクにまつわる緊張・軋轢が生まれ、一部では、別居や離婚にまで至っている。こうした 

問題は、往々にして放射線リスクの捉え方の違いに起因している。したがって、どのようにリスク認識が形成され、
原子力事故に起因する健康リスクを人々がどのように捉えているかについて理解することは、この特殊な状況に
おけるリスクコミュニケーションを把握し、効果的な政策・アプローチを構築するために不可欠である。 

主な調査研究活動 情報提供者数

2015年6月～9月
現地調査

避難者、帰還者、避難指示区域外の住民、地方自治体職員、市民
社会団体の代表、ソーシャルワーカーとのインタビューやフォーカ
スグループディスカッション。参加者は福島県伊達市、双葉町、いわ
き市、川内村、郡山市、浪江町、楢葉町、大熊町、田村市、そして富
岡町の出身者、または同地域の被災者・地域の支援者。

39 

2015年11月
研究ワークショップ 日本国内外の専門家との協議 20

合計 59

表4：リスクコミュニケーションに関する主な調査研究活動
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　リスク認識は、心理プロセスと認知プロセスが統合された複雑な現象である。例えば、リスク認識を「特定の出
来事が発生する確率とその影響の度合いの主観的評価」とSjöberg et al （2004, 8；著者訳）は定義している。
リスク認識は、また、個人の領域を超えて、外界との個人との相互関係を反映している。その観点から、リスク
認識は「ハザードおよびその影響に対する、人々の考え方、姿勢、判断、感情、そして社会的・文化的価値観 

および規範」であるとChowdhuryとHaque（2011, 1017；著者訳）は定義している。これらの定義は、リスク
認識は、単純なリスク計算というよりも、より動的で可変的であるということを示唆している。先行研究によって、
リスクの心理学的性質（これがさらにリスク認識に影響を与える）およびそのリスクに対する姿勢・行動への影響
が明らかになっている。表5に、主要なリスクの心理学的性質およびリスク認識への影響をまとめた。

　

　一般的に、人は、発生している事象の比較頻度に関わらず、自分の意思に反して被ばくし、制御不可能で、 
大惨事になり死に至る可能性があり、利益にならず、被害が特定の地理的地域に限局し、未知で、観測が不
可能で、世代をまたいで影響を及ぼすリスクに対して懸念を抱く傾向にある。Schmidt（2004）によると、概し
て、人為的要因をもつ科学技術に関連したハザードは、自然現象に関連したハザードに比べて、より大きな 

恐れを誘発する。これは、技術ハザードの人為的側面が、防災・災害管理に対する政府機関などの責任者の
能力に関する認識と結びつくことに関係している。Slovic（1987）の調査によると、原子力事故は、自動車事
故などの他のハザードと比較して、制御がより困難で、死に至る可能性があり、大惨事になりやすく、世代を 

性質 尺度（対極） リスクへの懸念度合に対する影響

任意性 任意 － 強制 ⬇

制御可能性 制御可能 － 制御不可能 ⬇

大惨事につながる可能性 大惨事に至る ー 大惨事に至らない ⬆

致死性 死に至る ー 死には至らない ⬆

利益をもたらす可能性 恩恵が得られる － 恩恵が得られない、
もしくは、得られる恩恵が不公平 ⬇

精通度 精通している － 精通していない ⬇

可観測性 観測可能 － 観測不可能 ⬇

影響の発現の時期 直後 － 時間が経過してから発現、
後発的影響 影響の性質による

次世代への影響

子供たちが高いリスクに
曝されている、世代を超えて影響 －

子供たちは高いリスクに曝されていない、
世代限定的

⬆

原因 技術的、人為的 － 自然 ⬆

表5：リスクの心理学的性質とリスク認識に対する影響

出典：Perko 2015 (FGC Working Paper No. 19); Renn 2004; Sandman 1993; Schmidt 2004; Sjöberg 2000; Slovic 1987; and Slovic and Weber 2002

27調査研究結果



問わず影響を与える、身近ではない災害と捉えられ
る傾向があることが示されている。これらにより、比
較的発生の可能性が低いにも関わらず、一般的に
人々は原子力事故に高い懸念を抱く傾向があり、事
故発生時には深刻な恐れを誘発すると推測される。
　この心理学的パラダイムは、もたらされたリスク
の発生源によって人々のリスクへの姿勢と反応が
異なることを理解するうえでも有用である。放射
線に対する恐れは、過去数十年間に及ぶ報告の
中に辿ることができる。しかし、放射線リスクは、職
業的曝露や放射線療法やX線検査などの医療行為
を通じた自発的曝露から、原子力エネルギーや放射
性廃棄物などの非自発的な曝露までさまざまな経路でもたらされる。人々はX線はリスクが低く、利益があると
捉えており、原子力産業に関しては、原子力事故など潜在的な危険から懸念を抱いている。原子力事故に関する
放射線リスクの未知の性質が、人々の間に強い恐れを抱かせる要因となっている（Slovic 1996） 。
　福島の原子力災害が発生した直後は、専門家ではない人々を対象にした放射線に関する情報が限られてい
た。それ以降、科学的事実が提供されれば、被災者も政府や科学者と同様の放射線リスク認識を持つだろうと 

いう想定とともに、多くの情報が発信されてきた。通常、科学者は、特定のハザードの頻度、重大性、発生メカニ
ズム、曝露レベルと、人々や地域社会の脆弱性を比較し、有害事象の発生確率と影響の潜在的規模を推定して
リスクを評価する。しかし、人々は、さまざまな個人的要因とリスクの心理的要因というレンズを通してリスクを
認識する。さらに、政策立案者や科学者、住民は、その責任や権限、実際に直接的な被害を受けるリスクがある
か否かなどの点で大きく異なる。自分たちだけではなく、家族、資産、地域社会に直接悪影響が及ぶ場合には、
人々はリスクに対してより慎重になり、注意深い対策を講じる。しかし、特に福島原子力災害発生した当初は 

政策立案者と科学者の間で、被災住民との見解の違いは単に彼らの知識の欠如によるものとする見方が蔓延 

していた。この偏り、誤った理解が、伝統的なトップダウン型の情報提供への依存につながった。 

　災害後の混乱の中で見過ごされたもうひとつの課題は、個々人のリスク認識の違いと、リスク認識に影響を
及ぼしている社会的・文化的である。被災地域社会の中でさえ、さまざまな認識があり、なかには両極端化し
ているものもある。放射線の健康影響を今も強く心配し、放射線への曝露をできる限り下げるよう積極的に 

努める人もいれば、原発事故によって放出された放射線によるリスクは限定的であるという公的な見解を受け
入れている、またはこれに同意し、他の問題を重要視している人もいる。また、長期にわたって常に放射線につ
いて考え、こうした問題に不安を抱えてきたことよる疲弊から、放射線について考えるのはもう嫌だという人も
いる。概して、高齢者に比べて、若い世代の人々は、生涯の累計被ばく量や、放射線に対する脆弱性の個人差、 
特に幼い子供の健康への影響といった問題を重視し、放射線に対してより強い懸念を抱く傾向がある。女性、
主に幼い子供を抱えた母親は、男性よりも放射線に対する懸念が強い傾向にある。これは恐らく、ジェンダーの
伝統的な役割（女性が家事や育児をするのに対し、男性が一家の家計を支える）に関係していると思われる。
清水（2015 ̶ FGCワーキングペーパー No.9）は、局所的に放射線量が高いホットスポットとされた地域で

フランス ― とある原子力発電所の様子、2011年9月
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2013年に調査を行い、調査対象となった幼い子供を持つ母親の3分の2以上が、事故から2年以上を経ても、 
放射線に対する不安は変わらない、もしくは、不安が大きくなったと感じていることを明らにした。清水は、また、
政策策定プロセスや被災者の世帯調査においてこうした女性の意見が反映されておらず、男性が中心的な役割
を果たしている社会構造の中で彼女たちの声は軽視されている、あるいは十分な注目を得られていないと警告を 

発している。こうした状況下で、災害復興の加速を政府が打ち出す中、放射線に対して強い懸念を抱いている
人々の意思決定や生活の回復・安定化に必要な支援は限られており、復興過程の中でこうした人々は置き去りに 

される危険がある。
　放射線科学とリスク推計には未だ不確実性が残っており、こうした要因もリスク認識の多様性に影響してい
る。入手可能な科学的知見に基づき、WHO（2013）は、福島における生涯発がんリスクを推計した。この報告
書によると、最も被害が大きい場所で乳児期に曝露した場合において、生涯を通して特定のがんを発症するリ 

スクはベースライン値に比べて若干増加することが見込まれると発表している。UNSCEARの報告書（2014）は、
総体的に判断すると、福島原子力事故による放射線被ばくが直接的に健康に被害をもたらす可能性は低いと 

結論付けている。この評価は、続いて発表されたUNSCEARの報告書（2015）でも変わっていない。しかし、災害後 

1年間に被災者が被ばくした放射線量の推計、曝露した放射線量と健康影響の関係、生涯被ばく量と関連リスク、 
放射線由来の健康影響の潜伏期間などの課題に関しては、依然として不確実性が残っており、「専門家」と称さ
れる人々の間でも意見の違いがある。現在行われている甲状腺検査の結果の解釈も、議論の対象となっている 

（毎日新聞 2016）。こうした状況のために、一般の人々の困惑はさらに深刻化し、「安全」なレベルと「危険」な 

レベルの線引きに関する認識をさらに極端化する事態に陥っている。
　個人のリスク認識には、また、災害管理を担う政策策定者、公的機関、専門家に対する信用・信頼が関連して
いる（Metlay 1999; Slovic 1993; Wachinger et al 2013）。管轄当局を信頼できない時、人々はリスクを 

より高く感じる傾向がある（Siegrist and Cvetkovich 2000）。さらにPerko（2015 ̶ FGC Working Paper 

No. 19）は、知識によってリスクメッセージに対する注意や理解が高まる一方で、知識は必ずしもリスク認識や
情報の受容に影響を与えるわけではなく、むしろ受容されるかどうかを左右するのは信頼であると述べている。
しかし、信頼は目に見えない非常に脆い社会的資産である。3.11の最も顕著で重要な問題のひとつは、政府や
東京電力、科学者に対する信頼の崩壊、さらに安全・安心感の消失である（Hobson 2015 ̶ FGC Working 

Paper No.4）。現地調査の参加者の多くが、これまで安全と言われてきて、そう信じていた原子力発電所に 

よって日常生活が突然奪われたと述べた。被災者は今でも情報の透明性に疑いを抱いている。このことは、信頼
は短期間で損なわれてしまうが、これを取り戻すには長期的な努力が必要であることを示している。
　FGC事業は、リスクの捉え方には多面性があり状況の影響を受けやすいこと、そして、一般的に原発事
故がもっとも危険度が高いと認識されているのは、リスク認識の複雑で感情的側面が関係していることを明
確にした。福島の事例は、放射線リスクコミュニケーションを通じたリスク管理の取り組みは、人々のリスク 

認識を形成している要因を十分に配慮していなければ効果的ではないことを裏付けている。リスクや、それ
に対する認識を増大もしくは低減させる社会的・文化的因子を特定し、放射線リスクの多様な認識を受け
入れることが不可欠である。放射線による影響に強い懸念を抱いている人々が軽視されたり、放置されるこ
とがあってはならない。批判されることを恐れることなく、自由に意見を言うことができる環境を整備し、人々
のさまざまな声を捉え、これに確実に対処することが重要である。さらに、既存の科学的知識の限界を踏ま 
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えて、専門家の間で続いている議論や意見の不一致、そして人々の多様なリスク認識と懸念と考慮にいれな
がら、住民と共にリスクを注意深く定義していく姿勢が大切であることが明らかになった。同時に、信頼の問題
により目を向け、住民の信頼を育むため何をすべきか考え、行動していくことが求められる。福島のようなケース
においては、できるだけ早期に信頼の回復に取り組むべきである。信頼は、リスクに関して提供される情報
の質を各個人がどう判断するかにかかっており、目的・根拠が明確で、互いを尊重した議論が肝要である。

福島におけるリスクコミュニケーションの
アプローチ
安全確保やそのための誠実な努力を最優先事項
とする「安全文化」の構築が何よりも重要であるこ
とは明白だが、原子力災害のリスクに関する情報
の共有や緊急事態の情報発信も同様に不可欠で
ある。リスクコミュニケーションを効果的に行うこ
とによって、人々は自分たちや社会が直面するリス
クに気づき、これに備え、緊急事態においては防護
的措置をとり、二次的影響を予防・軽減し、有害
事象からの復興に尽力することができる。さらに、
関係者間の合意形成や協働を促すことができる。
　しかし、リスクコミュニケーションは単に技術的データ、統計データ、科学的見解を提供するだけであると
いう誤解が未だに残っている。IAEA（n.d.；著者訳）は、「リスクの有無、それがどの程度深刻なのか、健康
と環境を保護するために何をすべきなのかという問いは、常に倫理的、経済的問題と結びついており、往々
にして政治的な議論とも関連する」と述べている。リスクコミュニケーションの一環とした双方向の対話を
通じて、共同でのリスクモニタリングと評価、相互理解、合意形成、復興促進、強靭性の構築を促していく
ことが求められる。科学的不確実性や幾分かの妥協を伴う意思決定が求められる際には、各個人や地域
社会が十分な情報に基づいて選択を行うことができるようにすることが重要となる。これとは対照的に、例
えば、わかりやすく実行可能なリスクメッセージを早急に伝えて迅速に知識を高め、行動変容を促すこと
に重点を置く危機的状況下などでは、一方通行の情報提供が必要となる。しかし、このような情報伝達に
は、原子力災害の複雑な性質や、リスク評価およびその影響の推測の不確実さが反映されない。また、公
的機関、市民社会、個人の間で情報や意見を交換する余地がない。したがって、このような一方通行の情
報提供は、より双方向型の対話に比べて不完全な形態のリスクコミュニケーションと言わざるを得ない。
　福島原子力災害以降、多くの関係者が情報提供やコミュニケーションに取り組んできた（表6）。多くの場合、
これらは、事故の最中および事故後の情報伝達の課題や、非専門家を対象とした放射線に関する情報の不足な
どに対応するためのものだった。災害直後の推計外部被ばく線量、現在の空間線量率、食品に含まれる放射性
物質のレベル、ホールボディカウンターによる推計内部被ばく線量など、放射能汚染に関する一部のデータは、
定期的に更新され、さまざまな媒体を通じて一般に公開されている。

福島県飯舘村 ― 村が避難区域に指定される直前に行われた住民説明会の様子、2011年4月
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　さまざまな形態で情報提供、コミュニケーションが行われているにも関わらず、放射線に関する懸念はまだ 

根強く、約9万7千人いる避難者の多くが、避難命令が解除されてもかつて住んでいた土地に帰還することをた
めらっている（福島県 2016a, 2016d、図2参照）。2016年1月から2月にかけて朝日新聞と福島大学が行った
避難者を対象とした調査（225名が回答）では、その17％が以前の状況まで復興していなくても故郷に帰還した
いと回答し、41％が元のまちのようになれば故郷に帰還したいと回答しているが、5年以内に帰還できるような
望ましい状態に戻ると考えている人は22％に留まっている（朝日新聞 2016c）。福島民報社と福島テレビが行っ
た一連の県民世論調査では、日常生活において放射線を意識していると回答した人の比率は一時期よりは下
がったものの、未だ47％の人が放射線を意識した生活を送っていることが明らかになった（福島民報 2016）。

実施者 活動

政府機関

・ 放射線リスクおよび災害復興の進捗に関する情報を掲載した冊子、ウェブサイト、
   専門家を招いた公開フォーラム
・ 自治体から配布されたタブレット端末による最新の地域関連情報の提供 
・ 除染情報プラザ：専門家による除染活動関連の情報を提供するセンター（福島市）
・ 放射線リスクコミュニケーション相談員支援センター：現地でリスクコミュニケーションに
   従事しているソーシャルワーカーなどに技術支援を提供するセンター（いわき市）
・ 生活支援相談員事業：被災者、被災地域社会を対象にしたアウトリーチ、交流活動

医療従事者 個人放射線モニタリングと検診の結果の理解・解釈を支援するための個別カウンセリングの提供、
必要に応じた放射線防護に関するアドバイスの提供

その他専門家 放射線、除染、生活再建に関する公開ワークショップやフォーラム

市民社会団体 放射線量の個別測定、市民科学者（市民自らが、自分たちおよび地域社会を守るために、
リスクのモニタリング、評価、回避・軽減に取り組むこと）の促進

表6：福島原子力事故後の情報提供とコミュニケーション活動例

図2：現在の生活で不安なこと・困っていること（2016年6月）

自分や家族の身体の健康
住まい

自分や家族の心の健康
生活資金

避難生活の先行きが見えない
放射線の影響

介護
仕事

食生活
避難先での生活に係る情報が不足している

相談相手がいない
避難元の情報が不足している

子育て
教育
その他
無回答

61.6%
43.2

42.7
39
39

33.2
25.7

23.1
15

13.7
13.7

12.5
11.9

10.5
5.7

4.8

出典：福島県 2016「平成27年度福島県避難者意向調査」
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　また、こうしたコミュニケーション活動は体系的に評価されていな
いため、その活動範囲や効果は不明である。しかし、FGC調査研究
から、現在行われているリスクコミュニケーションは、概して、情報
の入手・利用のしやすさや、情報そのものの質に関する多くの課題
に直面しているとともに、持続性のある災害復興に向けた参加型で
包括的なコミュニケーションが不足している可能性が示唆された。
　人々は2011年3月に放出された放射性物質に起因する長期的
な低線量被ばくのみに懸念を抱いているのではない。例えば、汚染
物質を取り扱う際（除染活動の結果発生した汚染物質の回収、保
管、移動）の安全性に関する懸念が存在する。また、中間貯蔵施設
と最終処分場の建設、さらに放射性廃棄物処理に関する諸問題
から、除染プロセスが大きく遅れている。行き場の決まらない増え
続ける大量の放射性廃棄物により、放射線被ばくへの不安が募っ
ている。2016年2月までに、計約1,100万立法メートル（福島県か
ら1,070万立法メートル）を超える除染による廃棄物が発生してい
る。福島県だけでも最終的には、累積で現在の2倍の量の廃棄物が
発生すると見込まれている（朝日新聞 2016d）。急速に増え続けている汚染水や溶解した核燃料の除去に関する
課題などのために、福島第一原発の廃炉についても懸念が残っている。これに平行して、国内の他の地域での原
子力発電所の運転再開に関する議論、抗議も広がっている。
　そのような状況の最中、2014年2月、福島第一原発から放射能汚染水が漏れていることが発見された。そし
て、2015年9月に発生した豪雨により、福島やその他の原発事故の被災県の臨時保管場所に置かれていた汚
染廃棄物をいれた土のう袋が流された。東京電力（2014）や環境省（2015）によると、いずれの事故も深刻
な環境汚染にはつながらなかったとのことだが、安全性に対する人々の不安は高まった。安全が保証されない 

限り、帰還することを決めるのは多くの人にとって困難である。FGCの現地調査中、情報提供者のひとりから、
廃炉に40年かかることが最大のリスクであるという声が聞かれた。この情報提供者の住居は原発から10キロ
メートル圏内にあるため、廃炉過程における副次的な事故を心配していた。また、朝日新聞と福島大学が行った 

調査の回答者の95％を超える人が、福島第一原発は安全ではない、もしくは、まだ危険な状態にあると答えて 

いる（朝日新聞 2016c）。放射能汚染のレベルに関するさまざまなデータが公開されているが、複雑な状況に対応 

するには、自宅（庭の土を含む）、学校、近隣地域、食品、生活用水、水源、そして汚染物質を詰めた袋を運搬する
トラックが通る道路の放射線量など日々の生活に直結する正確な情報が求められている。
　全ての被災者が生活に有用な情報を得られる環境の確立は、リスクコミュニケーションにおける重要な 

基盤のひとつである。しかし、ShinehaとTanaka (2014)は、地理的な違い（都市または地方市町村）、経済
状況（裕福層または貧困層）、年齢（若年者層または高齢者層）によって、3.11の被災者の間で情報に格差が 

生じている可能性を指摘している。FGC調査研究によって、高齢者世帯、非就労者、その中でも社会的交流の
機会の乏しい人々、提供された情報を理解し活用するために支援が必要な人々は、情報を利用する機会が限定 

される危険性が高いことが示された。現在進行中である避難者向けの応急仮設住宅の閉鎖は、被災者間の情

福島県川俣町 ― 空間線量測定のために設置されたモニタリング
ポスト、2014年6月
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報の共有を比較的容易にしていた場を閉鎖するこ
とにつながるため、今までコミュニティ内で行われ
ていた情報の流通を妨げることになる。さらに、調
査参加者のうち、一時的に福島県外に避難してい
た人、他県で避難生活を続けている人の多くが、
県外では福島県の情報が不足していることを指摘
した。この指摘を裏付けるように、福島県内に居住
する調査参加者からは、基本的に現地のテレビ番
組や新聞、家族、友人、その他信頼のおける地域
の人々から情報を得ているという声が繰り返し聞
かれた。さらに、伊藤（2015 ̶ FGCワーキング
ペーパー No. 10）は、3.11に着目した報道が減っ

ていることを指摘している。高齢者世帯の増加、生活の再出発が可能な人と諸々の理由のために再出発が叶わな
い人の差の拡大、培ってきた情報ネットワークの崩壊、メディアの関心の低下により、情報格差の問題は今後ます
ます深刻化すると思われる。
　福島では、科学の不確実性、放射線の被ばく線量と健康影響に関するしきい値モデルや長期的低線量被ばく
の潜在的影響などの問題に関する専門家間の意見の違いが、リスクへの対処をさらに難しいものにしている。現
在、異なる見解を主張した非常に多くの情報やメッセージを目にするが、その妥当性と信頼性は著しく異なる。一
部の情報は最新で信頼に足るものであるが、古い情報、不正確な情報、偏った情報や、誤解を招く情報もある。現
在の情報環境は、受け手に必要な情報を明確にして入手する能力、情報の質を正しく評価する能力、そしてそれ
を効果的に利用する能力といった高いレベルの情報リテラシーを要求するものである。多くの情報が、人々にとっ
て役立つものではなく、「専門家」と称する人々の福島の安全に関する意見が異なるために、かえって混乱と不安
が増長されている。
　また、災害の復興が、福島の原子力災害が及ぼした社会心理的影響よりも環境修復に偏っていることも現行
課題の一因である。現地調査の参加者は、放射線問題への対応は確かに災害からの復興において中核をなす
課題であるが、他にも等しく重要な課題があること強調した。被災者は放射線に関する課題だけではなく、職
業の選択肢が減少する中での失業、馴染みのない環境への適応、家族や社会との絆の喪失、地域社会生活の 

崩壊、先行きの見えない将来に直面している（Mosneaga 2015）。現地調査でインタビューした保健師によると、 
農業を生業としてきた被災者の中には、原子力災害によって避難したために長年にわたって身を捧げてきた職
を失い、そのことでやる気が無くなり、これからの生活をあきらめてしまっている人もいるという。また、川内村に 

帰還した人の大部分が村で何らかの仕事に従事している人、もしくは、自分で車を運転することができ人の助け
を借りずに移動できる高齢者だと述べている。こうした回答は、原子力災害の長期的影響により、被災者が生活
を再建するのは容易ではないことを示唆している。
　さらに、長期化する避難やそれに伴うライフスタイルの変化も被災者の健康にさまざまな影響をもたらしてい
る。特に高齢者は、避難自体が糖尿病や高血圧などの疾病の要因となっている（Satoh et al 2015）。福島で
は、3.11に関連死者数（避難や働きすぎなどによる健康状態の悪化のため）が、地震または津波による直接的

福島県飯舘村 ― 除染作業で出た汚染土壌の仮置場、2015年6月
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な影響による死者数を超えた（福島県 2016a）。被災者の間の心的外傷後ストレス障害（PTSD）も大きな問
題となっている（Tsujiuchi 2015 ̶ FGC Working Paper No. 8）。被災者は、放射線の懸念による苦悩だ
けではなく、包括的なウェルビーイングと生活の質に関する原子力事故の社会的影響による苦悩も抱えている。 
現在、福島は、災害初期対応から持続可能な長期的復興への移行という過渡期をむかえている。しかし、現地調
査の参加者の多くが、自分たちの声が届いておらず、災害復興過程における施策決定において、自分たちの意思
を反映させることができていないと述べている。

原子力災害からの教訓 

時が過ぎるにつれ、福島への注目は薄れつつあるが、根深い問題がまだ数多く残っており、一層複雑さを増して
いる。福島の復興過程の難しさは、日本および原子力産業を営む国々、新たに参入しようとしている国々に貴重
な教訓を与えている。
　第一に、3.11のような大規模災害の可能性に対する入念な検討、十分な資源配分などによって原子力の安
全性を最大限確保すると同時に、住民を含めた関係者間で原子力産業に関連したリスクについて率直な議論
を中心に据えて放射線リスクコミュニケーションを継続的に行わなければならない。こうしたリスクコミュニケー
ションは災害が発生する前から始め、災害予防・対処・管理の全段階を通して行うことが重要である。例えば、
原子力発電所の周辺住民の協力のもと、包括的で実行性のある緊急事態計画を整備し、住民参加のもと共同 

リスクモニタリング・評価を行うべきである。そして、その一環として、個人による放射線量測定も推奨すべきで 

ある。例えば、福島原子力災害後には、様々な立場の人が多数参加するモニタリングネットワークであるSafecast

（2016）が迅速に立ち上げられ、現地住民の参加のもと、人々が自由に活用できる市街の放射線情報を提供し
ている。チェルノブイリ原子力災害後においても、地域社会を基盤とした自助イニシアチブが、長期的な社会・
健康影響の軽減や、現地住民の能力強化に効果的であったことが報告されている（Hériard-Dubreuil and 

Baudé 2015 ̶ FGC Working Paper No. 17）。しかし、政府は、住民が放射線量を正確に測定し、信用 

できるデータを得て、個人の意思決定に利用できるように、活動を支援していくことが求められる。また、データの
解釈時には、リスクを避けるまたは軽減する方法についての具体的で実行可能な選択肢を提供すべきである。
　第二に、緊急時情報伝達システムを整備・活用し、状況に応じたリスク情報を遅延なく確実に提供すること
が肝心である。福島第一原発で炉心溶解が起こった時には、東京電力、規制当局、内閣府、さらに中央・地方
政府の間の情報の流れと指揮系統に分断が生じたため避難に混乱が生じた（Investigation Committee on 

the Accident at the Fukushima Nuclear Power Stations of Tokyo Electric Power Company 2012; 

Kushida 2014; National Diet of Japan, Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation 

Commission 2012)。緊急時の情報伝達システムは平時に関係者間で立ち上げ、緊急事態が発生した際には
これを一貫して活用すべきである。また、放射性物質の性質は複雑であり、広い範囲に拡散する可能性がある
ことから、原子力事故の対処・管理には現地社会から国際社会まであらゆるレベルの関係者の関与が不可欠で 

ある。災害管理の過程において一貫性と透明性を維持することも、施策の決定が人々の理解を得て受容される
ために大切である。そして、このような透明性の高い意思決定によって、信用・信頼が構築され、さらには、災害
管理に関する施策に対する人々の合意・コミットメントにつながると考える。
　第三に、放射線被ばく量の推計および健康影響に関する不確実性が幾分か残っている等から、人々の懸念
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と、それぞれのリスクの受容・耐性を左右する社会的・文化的要因を検討して、人々の協力のうえで、リスク
を定義する姿勢が求められる。また、既存の科学的知識の限界と専門家間の意見の違いについて、明確
に、かつ、わかりやすく、信用できるようかたちで話し合いがもたれるべきである。どのようにメッセージを
構築し、どのような方法で、また、誰によって、メッセージを発信し、どのように議論するのかについて注意
深く判断することが重要である。異なる見解を持つ人々が関与する議論では、訓練を受けてどちらの立場に
属さず議論を効果的に進める知識とスキルを養った人材が必要となる場合があるため、教育・職業機関と
協力して、こうしたスキルを持つファシリテーターの数を増やすことも必要である。地域社会から信頼され、 
健康影響に関する関連知識を有する「つなぎ役」としての仲介者も、専門家や医療従事者、住民などの関
係者間の情報・意見交換を促進する際に重要な役割を果たす（宮崎 2015 ̶ FGCワーキングペーパー
No. 20）。このような協同メカニズムがリスクコミュニケーションを効果的に実践するために有用である。
　最後に、あらゆる予防措置にも関わらず、原子力事故が起きてしまった場合には、リスクコミュニケーション
を災害管理の促進のための対話の重要な柱とし、政策整備・実施の中心に据えるべきである。災害後における
持続可能な復興のための放射線リスクコミュニケーションは、生活の再建過程にある被災者のさまざまな懸念
を考慮し、包括的な情報を共有して誠実な対話を進めていくことが求められる。災害管理のための対話を促す 

には、災害復興の課題に関与する人々や被災者・被災地域社会に日常的に接している人々といった幅広い関係
者が、協調しながら人々の懸念にバランス良く対処することができる場を構築することが重要である。また、こう
した場は、情報入手の機会が限られている人を特定し、継続的な支援を提供していくうえでも役立つ。
　こうした福島の事例からの洞察を活かすには、多くの国は現在営んでいる原子力産業の状況を厳正に見直し、
抜本的な改変をしていく必要があると推測される。これらを実施するには、産業政策やその他関連施策にも大きく
関係してくると思われ、短期に簡単に達成することは難しい。スリーマイル島とチェルノブイリにおける原子力事故
後にも、効果的なリスクコミュニケーションの形態・方法について積極的に議論されたが、その教訓の多くが、今
回の災害で活かされなかった。福島の原子力災害時の混乱と困惑は、根本的かつ大規模な改善が必要なことを
意味している。原子力が引き続き使用され、気候変動による複合災害のリスクが高まる中、技術災害の頻度・規模
も世界的に深刻化すると思われる。福島の教訓から学び、将来のリスクコミュニケーションを効果的なものとし、
人々が原子力事故に関するリスクに備え、十分な情報に基づき意思決定を下せるようにすることが重要である。
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FGC事業の調査研究と分析は、3.11によってもたらされた多く社会的・経済的課題の複雑な関係性を浮き彫
りにした。これらは、決して福島や日本だけの問題ではない。仙台防災枠組2015－2030の採択につながった
議論においても明確なように、近年、災害リスクの軽減と災害対応を改善する必要性についての認識が世界中
で高まっている。3.11のような複合災害は、国際的なDRR政策議論の中での優先順位は高くないものの、仙台
枠組ではこうした災害に対処できるマルチハザード・アプローチの採用が強調されているように、そうした災害
に対する意識は変わってきている。しかし、仙台枠組に技術ハザードが盛り込まれたことによって原子力防災に 

関する議論も幾分か進んだとはいえ、原子力災害への備え自体は、以前として専門性が非常に高く閉鎖的な領域で 

 ある。総体的に判断すると、マルチハザード・アプローチ、そして災害管理ではなくリスク管理への移行という
DRR政策議論のトレンドは3.11との関連性が高く、これらを政策に盛り込むことは、将来起こり得る同様の災害
の影響を軽減につながると考えられる。
　3.11後の福島に関するFGC事業の調査研究は、避難の長期化、生業の喪失、地域社会の分断といった問題
が、震災後ますます明らかになってきており、互いに影響しあう性質を検討した。避難指示区域の再編とそれ
に関連する規制の調整などにより、避難者の間には補償金額や該当する支援措置の面で格差が広まっている。 
除染をはじめとする環境修復を目指す活動が重視され、社会的・心理学的影響への対応が軽視されたことが 

一因となって、被災者の間で放射線リスクの認識や帰還に対する考え方の多様化が進んでいる。こうした中、放射
線リスクの捉え方や帰還に対する考え方の違いや、復興の目途がなかなか立たないという現実は、被災した人々
と地域の間、そして避難者と受け入れ地域の間の分断をより深刻なものにしている。こうした状況は、被災地域で
の復興に向けた取り組みの妨げとなっているだけでなく、被災者が自らの置かれた状況に対する現実的な解決策
を見出す過程を複雑にし、行政に対する不信感も高めている。
　3.11から5年が経ち、避難者を取り巻く状況は急速に変化しており、多様化している。この5年間を特徴付ける先
の見えない不安定さから、強制移動の解決につながるとされる帰還、現地統合、移住のいずれにも該当しない一時
しのぎの状態で生活を送らざるを得ない避難者も多い。災害直後の初期対応から長期的な復興への移行を加速
しようとしている政府によって政策転換がなされている中、多くの人が今一度こうした暫定的な生活を再検討する 

必要に迫られている。こうした状況はまた、生活再建には、生業の回復や今までの生計手段の代替策を見つけるこ
とだけでなく、新たな環境に適応し社会統合していくことも必要であることをも意味している。元の地域へ帰還する 

ことを選択した避難者の場合でも、その環境は災害後に劇的に変化しているために、同じ課題に直面するのである。

結論
福島県会津若松市 － 石部桜への道、2014年4月
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　本調査研究はまた、福島の人々が直面する課題の多くが、放射線とその健康影響をどのように理解し、対応し
ているかということとも深く結びついていることを確認した。放射線と原発事故特有の性質のために、そのリスク
認識は複雑になる。人々は突如、今まで経験したことの無い、目で見ることのできない問題に直面し、馴染みが
無く、不完全で、非常に専門的な情報に基づいて、これからの自分たちの人生だけでなく、子供達の将来にまで
影響を及ぼす可能性のある決断を下さなければならない状況を突きつけられたのである。原発事故以降、放射
線に関する大量の情報が発信されているにも関わらず、未だ放射線に対する深刻な懸念が残っている。この一
因として、情報の入手機会が限られていることや情報を理解し活用するための支援を必要とする人がいることが
挙げられる。さらに、低線量放射線や、除染作業から出た汚染土や瓦礫などに長期的に曝されることによる後発
的影響の可能性、事故を起こした原子炉の廃炉作業など、放射線リスクに関する懸念も個人によって大きく異
なる。除染などの環境修復に関する未解決の課題、放射線リスクに関する未だ科学的に解明されていない事柄、
政府および東京電力に対する根強い不信感から、多くの人が自分達の置かれている状況の安全性を疑問視し
続けている。放射線に対する懸念と生活再建などに関わるその他の優先事項とのバランスをとることに苦労して 

いる人も多く、リスクの捉え方と対応が多様化し、被災者間の軋轢はさらに広まっている。 

　このような状況において持続可能な復興とは何を意味するのか?本事業の調査研究は、大規模な強制移動を
もたらした複合災害から「より良い復興（build back better）」（この表現についてはP.10参照）を遂げるには、
避難者がその状況に見合った解決策―それが帰還、現地統合、或いは移住であれ―を自ら選択できる環境作り
を復興政策を通して進めることが必要であると示している。
　技術災害からの復興においても、環境修復とインフラの再建を進めるのと同時に、社会的分断と長期化す
る避難からくる不安の影響に対応することが必要になる。さらに政策立案者には、政策の策定から実施に至
るまで、透明性の確保、十分な情報提供、被災者との広範囲にわたる協議に努めることが求められる。避難者
とその受け入れ地域社会の復興過程における継続的な参画は、復興に対する当事者意識を育むために不可
欠であるだけでなく、既存の政策や法的・制度的枠組を現地の変化する現実に呼応したものにするためにも 

欠かせない。避難者がその避難状況に対してどの解決策を選択したかに関わらず、その生業の回復と生活再建 

そして将来設計を可能にするには、既存の枠組を再調整する過程において継続性と方向転換のバランスをと
ることが極めて重要である。また、既存の支援策を撤廃する前に、避難者の状況、特にその自立能力を体系的
に評価し、さらなる社会経済的疎外を生み出さないようにすることが求められる。そして避難者のニーズに即
した生活再建と社会統合を促す支援策が確実に整備されるには、受け入れ地域を資金面と能力開発面の双
方で支えることも等しく重要である。最終的に、避難者と受け入れ地域社会の相互理解を育まないことには、
真の復興は望めない。
　また、福島の原子力災害は、技術災害に対する備えとそれからの復興の一つの柱として、効果的なリスク 

コミュニケーションの重要性を強く示した。原発事故後の除染と廃炉作業において安全性を確保しながら、被災
者と協力し、その懸念と感情、そしてそうした人々を取り巻く社会的・文化的状況を十分に考慮したうえで、放射
線リスクコミュニケーションのメッセージは形成されるべきである。また、そうしたメッセージは、専門知識を持っ
ていない人でも理解し、意思決定に活用できるような方法で伝えることが重要である。さらに災害の長期的影響
の包括的かつ体系的なモニタリングを行い、それらに対して適切に対処していくことが求められる。同時に、個人
による放射線モニタリングと日常生活に即したデータ解釈に対する支援を継続的に提供することも重要である。

37結論



現在、被災地域では幅広い放射線リスクコミュニケーション活動が実施されているが、そうした活動は被災した
地域社会に受け入れられるものでなければならない。例えば、生活支援相談員といった制度は重要な役割を果た
しているが、被災者の状況と情報ニーズの多様性を考慮すると、被災者に寄り添う市民社会団体や専門家等を
特定し、復興過程における関係者間のコミュニケーションと協働を強化・促進する場を構築しなければならない。 
こうした環境作りは復興政策においても主流化することが求められる。
　3.11と、その中でも福島第一原発事故から派生した避難と生活再建問題とそれに対処するために必要な措
置は、今後も変化していく。それを長期的にモニタリングし、分析を行い、どのように現行の復興の取り組みに盛
り込んでいくかについては、継続的に考えていかなければならない。既に現時点で被災地域における復興の現状
を左右し特徴づけるような社会的・経済的な事象が起こっており、さらなる調査研究と政策対応が必要になって
いる。その一つとして、福島第一原発周辺地域の人口構造の変化が挙げられる。避難指示が解除された地域へ
の帰還が進まない一方で、こうした地域の一部には、除染や廃炉作業に従事する作業員の拠点が出来上がって
いる。これによって部分的な地域経済の活性化がみられるものの、遅かれ早かれ終わってしまういわゆる「復興
バブル」への依存も進んでいる。また、外部からやってくる作業員の大半が男性であることも、地元住民の心配の
種となっている場合があり、一部の地域では軋轢や緊張が高まっている。このような社会経済変化を特徴づける
動きを詳細に検証し、これらが被災地域社会の長期的復興にもたらす影響を理解する必要がある。そしてより全
体的な視点から、技術災害に起因するさまざまな避難状況を比較研究し、恒久的解決策の模索過程における相
違点と共通点、生業の回復と生活再建、被災地域社会の総体的な復興に係る理解を深めることが求められる。
これによって、強制移動を誘発する技術ハザードに対する政策的な議論を促すとともに、DRR課題における技術
災害に対する備えのプロセスに資することができるだろう。
　リスクコミュニケーションについては、現在福島で行われている活動の範囲と効果をより詳細に検討し、コミュ
ニケーションが行き届いていない人々を特定したうえで、既存の措置の改善を図る必要がある。さらに、災害か
らの復興が長期にわたる困難な過程であること、そして被災者を取り囲む環境が不安定であることを踏まえて、
継続的に評価を行いながら人々が必要としている情報についてより詳細に理解していくことが求められる。また、
人々の情報の探索・活用にリスク認識がどのように関係しているかを理解するための調査研究を実施し、情報
環境改善のための洞察を得ることも重要である。そして、情報リテラシーが限られている人や、ストレスや疲弊の 

ために放射線について考えることができない人に対して、寄り添った持続可能な支援環境をどのように育み、情
報格差の問題に対処できるかを模索しなければならない。リスク認識の複雑なメカニズムに関する既存の知識
と効果的なリスクコミュニケーションの特徴を分析し、これをどう実践に活かすかという点についてもさらに研
究を進める必要がある。過去の原子力事故などの経験から、放射線災害に対処するには関係者間の継続的な
対話が必要であるという認識が国際的に広がっているが、この教訓を実践に応用するための政策や取り組みは 

未だ十分に開発されていない。現状として、IAEAの原子力事故のためのリスクコミュニケーションに関する資料を 

含め、いくつかの一般的な指針やツールが整備されている。しかしこうした資料をどう活用するかは事故発生 

時に対応にあたる管轄当局などに任されており、その実際的な効果は明らかではない。さまざまな利害をもつ 

リスクコミュニケーションの関係者が実際にどのように力を合わせてそれに取り組むことができるのか、そして、
原子力災害関連のリスクコミュニケーションをどのように他の災害のリスクコミュニケーションに応用できるかに
ついても具体的に調査することが求められる。
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付録1：研究調査・発信活動および政策提言活動の一覧
2013年7月23日： ハイレベル助言委員会第1回会合（於：国連大学）

2013年7月23日：第5回持続可能なアジア太平洋に関する国際フォーラム（ISAP）におけるパネルセッション：「福島からの発信：地域の 
レジリアンスの強化に向けて」（於：横浜市）
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